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はじめに 
 
 
本公募要領は、平成２７年度科学研究費助成事業－科研費－「特別推進研究、

基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ）」の公募
内容や応募に必要な手続等を記載したものであり、 
 
Ⅰ 科学研究費助成事業－科研費－の概要等 
Ⅱ 公募の内容 
Ⅲ 応募される方へ 
Ⅳ 既に採択されている方へ 
Ⅴ 研究機関の方へ 

 
により構成されています。 
 
このうち、「Ⅱ 公募の内容」においては、公募する研究種目に関する対象、

応募総額、及び研究期間等や応募から交付までのスケジュール等が記載されて
います。 

 
また、「Ⅲ 応募される方へ」、「Ⅳ 既に採択されている方へ」及び「Ⅴ 

研究機関の方へ」においては、それぞれ対象となる方に関する「応募に当たっ
ての条件」や「必要な手続」等について記載されています。 
関係する方におかれましては、該当する箇所について十分ご確認願います。 
 
公募は、審査のための準備を早期に進め、できるだけ早く研究を開始できる

ようにするため、平成２７年度予算成立前に始めるものです。 
したがって、予算の状況によっては、今後措置する財源等、内容に変更があ

り得ることをあらかじめご承知おきください。 
 
なお、平成２７年度における主な変更点は次のページのとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

科学研究費助成事業は、研究者個人の独創的・先駆的な研究に対する助成

を行うことを目的とした競争的資金制度ですので、研究計画調書の内容は応

募する研究者独自のものでなければなりません。 

研究計画調書の作成に当たっては、他人の研究内容の剽窃、盗用は行って

はならないことであり、応募する研究者におかれては、研究者倫理を遵守す

ることが求められます。 
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＜平成２７年度における主な変更点＞ 
 

 
① 基盤研究（Ｂ・Ｃ）審査区分「特設分野研究」に新たに３分野を設けました。

（１３頁、６０頁～６２頁参照） 

 

「特設分野研究」は、審査希望分野の分類表である「系・分野・分科・細

目表」（別表を含む）とは別に平成２６年度公募より新たに設けられた審査

区分であり、最新の学術動向等を踏まえて、新しい学術の芽を出そうとする

試みを中心に、日本学術振興会の学術システム研究センターが候補分野を提

案し、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査

部会において設定されるものです。 

既存の細目では審査が困難と思われる応募研究課題や、設定された特設分

野に関連した専門分野の審査委員により構成される審査会で幅広い視点から

審査されることを希望する応募者に開かれています。 

平成２７年度公募では、平成２６年度公募から設定した分野に加えて新た

に以下の３分野が設定されました。 

 

・紛争研究 

・遷移状態制御 

・構成的システム生物学 

 

 

② 「系・分野・分科・細目表」を一部変更しました。（３３頁～３７頁参照） 

 

文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会

において審議した結果、以下のとおり変更しました。 

 

・時限付き分科細目「統合栄養科学」について、分野「複合領域」 

分科「生活科学」、細目「食生活学」に分割Ｂとして追加しました。 
 

※上記以外にキーワードの見直しを行いました。 

 

 

③基盤研究（Ａ・Ｂ）審査区分「海外学術調査」の審査希望分野を一部変更       

しました。（３２頁参照） 

 

文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会

において審議した結果、理工の審査希望分野を変更しました。 
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【参考】 

応募書類の様式（研究計画調書）等は別冊になりますので、『別冊「平成２７年度科学研

究費助成事業－科研費－公募要領（特別推進研究、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌

芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ））（応募書類の様式・記入要領）」』をご覧ください。 
 
※ 応募書類の様式（研究計画調書）等については、本会ホームページ（以下ＵＲＬ参照）
よりダウンロードできます。 

 
ＵＲＬ：http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 

 

 

 

 





 

Ⅰ 科学研究費助成事業－科研費－の概要等 

 

１ 科学研究費助成事業－科研費－の目的・性格 

 

科学研究費助成事業（以下、「科研費」という。）は、人文・社会科学から自然科学まですべての分野にわ

たり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させるこ

とを目的とする「競争的資金」であり、ピア・レビュー（専門分野の近い複数の研究者による審査）により、

豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。 

 

       ＜我が国の科学技術・学術振興方策における「科研費」の位置付け＞ 

 
 

２ 研究種目 

 

研究内容や規模に応じて研究種目を設定しています。                ※平成２６年９月現在  

研 究 種 目 等 研 究 種 目 の 目 的 ・ 内 容 

科学研究費  
 特別推進研究 国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果が期待される１人又は比較的少人数の研究者で行う研究（期間

３～５年、１課題５億円程度を応募総額の上限の目安とするが、上限、下限とも制限は設けない） 
新学術領域研究  （研究領域提案型） 

多様な研究者グループにより提案された、我が国の学術水準の向上・強化につながる新たな研究領域について、共同研究や研究人

材の育成、設備の共用化等の取組を通じて発展させる 
（期間５年、単年度当たりの目安1領域 １千万円～３億円程度を原則とする） 

基盤研究 （Ｓ）１人又は比較的少人数の研究者が行う独創的・先駆的な研究 
    （期間 原則５年、１課題 5,000万円以上 ２億円程度まで） 
（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）１人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究 
       （期間３～５年）          (A)  2,000万円以上 5,000万円以下 
       （応募総額によりＡ・Ｂ・Ｃに区分）◎(B)   500万円以上 2,000万円以下 
                                      ★(C)          500万円以下 

挑戦的萌芽研究 １人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、独創的な発想に基づく、挑戦的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研究（期

間１～３年、１課題  500万円以下）★ 

若手研究 （Ａ）（Ｂ）３９歳以下の研究者が１人で行う研究 
     （期間２～４年、応募総額によりＡ・Ｂに区分） ◎(A)500万円以上 3,000万円以下 
                                                 ★(B)              500万円以下 

研究活動スタート 
支援 

研究機関に採用されたばかりの研究者や育児休業等から復帰する研究者等が１人で行う研究 
（期間２年以内、単年度当たり150万円以下） 

奨励研究 教育・研究機関の職員、企業の職員又はこれら以外の者で科学研究を行っている者が１人で行う研究 

（期間１年、１課題 100万円以下） 

特別研究促進費  緊急かつ重要な研究課題の助成 
研究成果公開促進費  

 研究成果公開発表  学会等による学術的価値が高い研究成果の社会への公開や国際発信の助成 
国際情報発信強化 学協会等の学術団体等が学術の国際交流に資するため、更なる国際情報発信の強化を行う取組への助成 

学術定期刊行物 学会又は複数の学会の協力体制による団体等が、学術の国際交流に資するために定期的に刊行する学術誌の助成 

学術図書 個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行する学術図書の助成 
データベース 個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利用を目的とするものの助成 

特別研究員奨励費 日本学術振興会特別研究員（外国人特別研究員を含む）が行う研究の助成（期間３年以内） 

※「学術定期刊行物」の新規募集は行っていません。 

※★印の研究種目（基盤研究（Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｂ））のうち、平成２３年度以降に採択された研究課題（以下、「科研費（基金分）」と

いう。）については、「学術研究助成基金助成金」により実施しています。 

※◎印の研究種目（基盤研究（Ｂ）、若手研究（Ａ））のうち、平成２４年度以降に採択された研究課題（以下、「科研費（一部基金分）」という。）につ

いては、一部を「学術研究助成基金助成金」により実施しています（研究費総額のうち５００万円以下）。 

※特別推進研究については、国庫債務負担行為に基づく科学研究費補助金を交付します。 

科研費による科研費による
研究の推進研究の推進

政府主導の国家プロジェクト

の実施

政策課題対応型研究開発
【mission-oriented research】

研究者の自由な発想に基づく研究（学術研究）
【curiosity-driven research】

府省がそれぞれ定める

目的のための公募型研究

の実施

運
営
費
交
付
金
等

大学・大学共同利用機関等

における研究の推進 研究開発法人等における

戦略的な研究開発の推進

競
争
的
資
金
等

（公
募
・審
査
に
よ
る
課
題
選
定
）

研究
の性格

資金
の性格

科研費による科研費による
研究の推進研究の推進

政府主導の国家プロジェクト

の実施

政策課題対応型研究開発
【mission-oriented research】

研究者の自由な発想に基づく研究（学術研究）
【curiosity-driven research】

府省がそれぞれ定める

目的のための公募型研究

の実施

運
営
費
交
付
金
等

大学・大学共同利用機関等

における研究の推進 研究開発法人等における

戦略的な研究開発の推進

競
争
的
資
金
等

（公
募
・審
査
に
よ
る
課
題
選
定
）

研究
の性格

資金
の性格

- 1 -



 

３ 文部科学省と独立行政法人日本学術振興会の関係 

 

科研費は、平成１０年度までは、文部省（現文部科学省）においてすべての研究種目の公募・審査・交付業

務が行われていましたが、平成１１年度から日本学術振興会への移管を進めています。平成２６年度には、「特

別研究促進費」の交付業務が移管され、現時点での公募・審査・交付業務は、次のように行われています。 

 

※平成２６年９月現在 

研 究 種 目 
公 募 ・ 審 査 業 務 

（公募要領の作成主体、応募書類の提出先） 

交 付 業 務 

（交付内定・決定通知を行う主体、 

交付申請書・各種手続書類等の提出先） 

新学術領域研究、特別研究促進費 文部科学省 日本学術振興会 

特別推進研究、基盤研究、 

挑戦的萌芽研究、若手研究、 

研究活動スタート支援、 

奨励研究、研究成果公開促進費、 

特別研究員奨励費 

日本学術振興会 日本学術振興会 

 

 

 

４ 科研費に関するルール 

 

科研費（補助金分）は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）」、

「科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）」、「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研

究費補助金）取扱要領（平成 15 年規程第 17号）」等の適用を受けるものです。 
 

科研費（基金分）は、「学術研究助成基金の運用基本方針」、「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助

成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領（平成 23 年規程第 19号）」等の適用を受けるものです。 
 

科研費（一部基金分）は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号）」、

「科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）」、「学術研究助成基金の運用基本方針」、「独立行政法人日本

学術振興会科学研究費助成事業取扱要領（平成 15年規程第 17号及び平成 23年規程第 19号）」等の適用を受

けるものです。 

 

(1) 科研費の３つのルール 
科研費には次の３つのルールがあります。 

① 応募ルール：応募・申請に関するルール 

② 評価ルール：事前評価（審査）・中間評価・事後評価・研究進捗評価・追跡評価に関するルール 

③ 使用ルール：交付された科研費の使用に関するルール 

 

なお、科研費の３つのルールは、次頁のように適用されます。 
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※平成２６年９月現在 

 

応募ルール  評価ルール 

 

 

 

使用ルール 

 

科研費（補助金分） 

  

文部科学省 

 

公 募 要 領 

  

文部科学省 

 

科学研究費補助金における評

価に関する規程 

科学研究費補助金「新学術領域

研究」の審査要綱 

科学研究費補助金「新学術領域

研究」の評価要綱 

  

日本学術振興会 

 

【研究者向け】  補助条件 

【研究機関向け】 科学研究費助成事業－科

研費－科学研究費補助金の使用について

各研究機関が行うべき事務等 

     

  

日本学術振興会 

 

公 募 要 領 

  

日本学術振興会 

 

科学研究費助成事業における

審査及び評価に関する規程 

 

※平成２７年度の評価ルール

は１０月頃公表予定 

 

  

科研費（基金分） 

日本学術振興会 

【研究者向け】  交付条件 

【研究機関向け】 科学研究費助成事業－科

研費－学術研究助成基金助成金の使用に

ついて各研究機関が行うべき事務等 

     

科研費 

（一部基金分） 

   
日本学術振興会 

【研究者向け】  交付条件 

【研究機関向け】 科学研究費助成事業－科

研費－（基盤研究（Ｂ）、若手研究（Ａ）

）（平成24年度以降に採択された研究課題

）の使用について各研究機関が行うべき事

務等 

 

 

(2) 科研費の適正な使用 
科研費は、国民の貴重な税金等でまかなわれています。科研費の交付を受ける研究者には、法令及び研

究者使用ルール（補助条件又は交付条件）に従い、これを適正に使用する義務が課せられています。 

また、科研費の適正な使用に資する観点から、科研費の管理は、研究者が所属する研究機関が行うこと

としており、各研究機関が行うべき事務（機関使用ルール）を定めています。この中で、研究機関には、

経費管理・監査体制を整備し、物品費の支出に当たっては、購入物品の発注、納品検収、管理を適正に実

施するなど、科研費の適正な使用を確保する義務が課せられています。いわゆる「預け金」を防止するた

めには、適正な物品の納品検収に加えて、取引業者に対するルールの周知、「預け金」防止に対する取引

業者の理解・協力を得ることが重要です。「預け金」に関与した取引業者に対しては、取引を停止するな

どの厳格な対応を徹底することが必要です。 

研究者及び研究機関においては、採択後にこれらのルールが適用されることを十分ご理解の上、応募し

てください。 

 

(3) 科研費の使用に当たっての留意点 
科研費（補助金分）は、応募に当たって研究期間を通じた一連の計画を作成し提出していただきますが、

採択後の研究活動は、当該研究期間における各年度の補助事業として取り扱いますので、例えば、補助事

業の年度と異なる年度の経費の支払いに対して補助金を使用することはできません。 

なお、特別推進研究については「国庫債務負担行為」に基づく補助金が交付され、複数年度の交付決定

が行われるため、一部取扱いが異なります。 

また、当該年度の補助事業が、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、年度内に

完了しない見込みとなった場合には、日本学術振興会を通じて文部科学大臣が財務大臣へ繰越承認要求を

行い、財務大臣の承認を得た上で、当該経費を翌年度に繰り越して使用することができます。 

科研費（基金分）は、採択後の研究活動を研究期間全体を通じた単一の補助事業として取り扱いますの

で、研究期間内であれば助成金の受領年度と異なる年度の経費の支払いに対しても助成金を使用すること

ができます。 
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また、最終年度を除き、研究期間内の毎年度末に未使用額が発生した場合は、事前の手続を経ることな

く、当該経費を翌年度に繰り越して使用することができます。なお、最終年度の年度末に未使用額が発生

した場合は、事前に研究期間の延長の承認を得ることで、翌年度に繰り越して使用することができます。 

科研費（一部基金分）は、応募に当たって研究期間を通じた一連の計画を作成し提出していただきます

が、採択後の研究活動は、補助金については単年度、助成金については複数年度が補助事業期間となるこ

とを踏まえ、適切に補助事業を行うようにしてください。なお、基本的には、補助金は科研費（補助金分）、

助成金は科研費（基金分）の取扱いに従います。 

 

 

(4) 研究成果報告書を提出しない場合の取扱い 
① 研究成果報告書は、科研費による研究の成果を広く国民に知ってもらう上で重要な役割を果たすとと

もに、国民の税金等を原資とする科研費の研究の成果を広く社会に還元するために重要なものです。 

このため、研究期間終了後に研究成果報告書を提出することとしており、その内容は、国立情報学研

究所の科学研究費助成事業データベース（ＫＡＫＥＮ）等において広く公開しています。なお、研究成

果報告書は、研究者が所属する研究機関が取りまとめて提出することとしています。 

 

② 研究期間終了後に研究成果報告書を理由なく提出しない研究者については、科研費の交付等を行いま

せん。また、当該研究者が交付を受けていた科研費の交付決定の取消及び返還命令を行うことがあるほ

か、当該研究者が所属していた研究機関の名称等の情報を公表する場合があります。 

さらに、研究成果報告書の提出が予定されている研究者が、研究成果報告書を理由なく提出しない場

合には、当該研究者の提出予定年度に実施している他の科研費の執行停止を求めることとなりますの

で、研究機関の代表者の責任において、研究成果報告書を必ず提出してください。 

 

(5) 関係法令等に違反した場合の取扱い 
応募書類に記載した内容が虚偽であったり、研究計画の実施に当たり、関係法令・指針等に違反した場

合には、科研費の交付をしないことや、科研費の交付を取り消すことがあります。 

 

 

５ 「競争的資金の適正な執行に関する指針」等 

 

「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成１７年９月９日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合

わせ）は、競争的資金について、不合理な重複・過度の集中の排除、不正受給・不正使用及び研究論文等にお

ける研究上の不正行為に関するルールを関係府省において申し合わせるものです。 

科研費を含む競争的資金の執行に当たっては、この指針等に基づき、適切に対処しますので、以下の点に留

意してください。 

 

(1)  不合理な重複及び過度の集中の排除 
①  府省共通研究開発管理システム（以下、「e-Rad」という。）を活用し、「不合理な重複又は過度の

集中」（5頁注参照）の排除を行うために必要な範囲で、応募内容の一部に関する情報を、他府省を含

む他の競争的資金担当課（独立行政法人等である配分機関を含む。）間で共有することとしています。 

そのため、複数の競争的資金に応募する場合（科研費における複数の研究種目に応募する場合を含

む。）等には、研究課題名についても不合理な重複に該当しないことがわかるように記入するなど、研

究計画調書の作成に当たっては十分留意してください。 

不合理な重複又は過度の集中が認められた場合には、科研費を交付しないことがあります。 
 

 

② 研究計画調書の作成に当たり、他府省を含む他の競争的資金等の応募・受入状況の記入内容（研究費

の名称、研究課題名、研究期間、エフォート等）について、事実と異なる記載をした場合は、研究課題

の不採択、採択取消又は減額配分とすることがあります。 

なお、「世界トップレベル研究拠点プログラム」における拠点形成のための活動に要するエフォート

等についても、研究計画調書に記入する必要がありますので、記入に当たっては「研究計画調書作成・

記入要領」を確認してください。 
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（注）不合理な重複及び過度の集中の排除 

「競争的資金の適正な執行に関する指針」-抜粋- 
   （平成１７年９月９日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ（平成24年10月17日改正）） 

 

 ２．不合理な重複・過度の集中の排除 

 

 （１）不合理な重複・過度の集中の考え方 

  ① この指針において「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題（競争的資金が配分される研究の名称及び 

   その内容をいう。以下同じ。）に対して、複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当 

   する場合をいう。 

    ○実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、複数の競争的資金に対して同時に応募が 

     あり、重複して採択された場合 

        ○既に採択され、配分済の競争的資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合 

    ○複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

    ○その他これらに準ずる場合 

 

   ② この指針において「過度の集中」とは、同一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）に当該年度に配分 

   される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次の 

   いずれかに該当する場合をいう。 

    ○研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

    ○当該研究課題に配分されるエフォート(研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合(%)) 

          に比べ、過大な研究費が配分されている場合 

    ○不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

    ○その他これらに準ずる場合 

 

 

(2)  不正使用、不正受給又は研究上の不正行為への対応 
○「不正使用」、「不正受給」、「不正行為」は、それぞれ以下のような行為を指します。 

・「不正使用」・・・架空発注により業者に預け金を行ったり、謝金や旅費などで実際に要した金額以

上の経費を請求したりするなど、故意若しくは重大な過失によって競争的資金の

他の用途への使用又は競争的資金の交付の決定の内容やこれに附した条件に違反

した使用を行うこと 

・「不正受給」・・・別の研究者の名義で応募を行ったり、応募書類に虚偽の記載を行うなど、偽りそ

の他不正な手段により競争的資金を受給すること 

・「不正行為」・・・発表された研究成果の中で示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用

などを行うこと 

 

① 科研費に関する不正使用、不正受給又は不正行為を行った研究者等については、一定期間科研費を交

付しないほか、不正使用、不正受給又は不正行為が認められた研究課題については、当該科研費の全部

又は一部の返還を求めることがあります。 

なお、これらに該当する研究者については、当該不正使用、不正受給又は不正行為の概要（研究機関

等における調査結果の概要、関与した者の氏名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不

正の内容、講じられた措置の内容等）を原則公表します。 

また、科研費以外の競争的資金（他府省所管分を含む。）で不正使用、不正受給又は不正行為を行い、

一定期間、当該資金の交付対象から除外される研究者についても、当該一定期間、科研費を交付しない

こととします。 

 
※ 「科研費以外の競争的資金」について、平成２６年度以降に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、平成２５年度以前

に終了した制度においても対象となります。現在、具体的に対象となる制度については、以下のホームページを参照してくださ

い。 

参考ＵＲＬ：http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin26_seido_ichiran.pdf 
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○交付しない期間の扱いについて 

【不正使用、不正受給】 

不正使用及び不正受給に係る交

付制限の対象 
不正使用の程度 交付しない期間 

Ⅰ．不正使用を行った研究者及び

それに共謀した研究者 
1．個人の利益を得るための私的流用 １０年 

Ⅱ．不正使用を行った研究者及び

それに共謀した研究者 

2．「1．個人の利益を得る

ための私的流用」以外 

① 社会への影響が大きく、行為の悪質性も

高いと判断されるもの 
５年 

② ①及び③以外のもの ２～４年 

③ 社会への影響が小さく、行為の悪質性も

低いと判断されるもの 
１年 

Ⅲ．偽りその他不正な手段により

科研費を受給した研究者及び

それに共謀した研究者 
 

５年 

Ⅳ．不正使用に直接関与していな

いが善管注意義務に違反した

研究者 
 

不正使用を行った

研究者の交付制限

期間の半分（上限２

年、下限１年、端数

切り捨て） 

なお、以下に該当する者に対しては、「厳重注意」の措置を講ずる。 

１．上記Ⅱのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合の研究者 

２．上記Ⅳのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された補助事業に対して、善管注意義務に違反したと認められる

研究者 

（出典：独立行政法人日本学術振興会理事長裁定「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第５条

第１項第１号及び第３号に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて」及び「独立行政法人日本学術振興会科学研

究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領第５条第１項第１号及び第３号に定める科学研究費助成事業（学術研究助成基

金助成金）を交付しない期間の扱いについて」） 

 

【不正行為】 

不正行為への関与に係る分類 学術的・社会的影響度、行為の悪質度 制限期間 

不
正
行
為
に
関
与
し
た
者 

ア） 研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者 １０年 

イ） 不正行

為があった研

究に係る論文

等の著者 

（上記「ア）」

を除く） 

当該論文等の責任著者（監修責任

者、代表執筆者またはこれらの者

と同等の責任を負うと認定された

者） 

当該分野の学術の進展への影響や社会的影響が大き

い、若しくは行為の悪質度が高いと判断されるもの 
５～７年 

当該分野の学術の進展への影響や社会的影響、若し

くは行為の悪質度が小さいと判断されるもの 
３～５年 

当該論文等の責任著者以外の者 
 

２～３年 

ウ） 不正行為があった研究に係る論文等の著者で

はない者 

（上記「ア）」を除く） 
 

２～３年 

不正行為に関与していないものの、不正行為があった研究

に係る論文等の責任著者（監修責任者、代表執筆者または

これらの者と同等の責任を負うと認定された者） 

当該分野の学術の進展への影響や社会的影響が大き

い、若しくは行為の悪質度が高いと判断されるもの 
２～３年 

当該分野の学術の進展への影響や社会的影響、若し

くは行為の悪質度が小さいと判断されるもの 
１～２年 

※ 論文の取り下げがあった場合など、個別に考慮すべき事情がある場合には、事情に応じて適宜期間を軽減することができるものとす

る。 

（出典：独立行政法人日本学術振興会理事長裁定「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第５

条第１項第５号及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領第５条第１項第５号

に定める期間の扱いについて」） 
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②  他府省を含む他の競争的資金担当課（独立行政法人等である配分機関を含む。）に当該不正事案の概

要を提供することにより、他府省を含む他の競争的資金への応募及び参画についても制限される場合が

あります。 
 

※ 「応募及び参画」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、共同研究者等として新たに研究に参画すること、進行中の

研究課題（継続課題）へ研究代表者又は共同研究者等として参画することを指します。 

 

③ 科研費による研究論文・報告書等において、不正行為があったと認定された場合、不正行為の悪質性

等を考慮しつつ、上記①、②と同様に取り扱います。 

また、不正行為に関与したと認定されなかったものの、当該論文・報告書等の責任者としての注意義

務を怠ったこと等により一定の責任があるとされた者についても同様です。 

  

④ 各研究機関には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成   

２６年２月改正）文部科学大臣決定」及び、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」

（平成１８年８月８日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会決定）（以下、

「不正行為ガイドライン」という。）を遵守することが求められますので、研究活動の実施等に当たっ

ては留意してください。 
 

○「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」 

参考ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm 

 

○「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」（※） 

参考ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316.htm 

 

（※）不正行為ガイドラインについては、『公正な研究活動の推進に向けた「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直

し・運用改善について（審議のまとめ）（平成２６年２月３日 「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・

運用改善等に関する協力者会議決定）』を踏まえて見直しが行われており、研究活動の実施等に当たり、見直し後の不正行為

ガイドラインを遵守することが求められます。 

 

（注）最近の不正使用、不正受給又は研究上の不正行為の事例 

 

 

 

  

○不正使用 

・業者に架空の取引を指示し、消耗品を購入したように装い、大学から科研費を支出させ、業者に預け金として管理させていた。 

・業者に架空の取引を指示し、実際に購入、納品させた物品とは異なる品名が記載された虚偽の請求書を作成させて、大学から科研費

を支出させていた。 

・作業事実のない出勤表を大学院生に作成させて謝金の支払いを請求し、プール金として自ら管理していた。 

・海外渡航の際、研究課題の目的から外れた共同研究の打ち合わせをするために、旅行予定外の目的地に滞在した。 

注） 事例のような架空の取引等による科研費の支出は、たとえ科研費支出の対象が当該科研費の研究課題のためであったとして 

     も、すべて不正使用に当たります。 

○不正受給 

・応募・受給資格のない研究者が科研費の応募・交付申請を行い、不正に科研費を受給していた。 

 

○研究上の不正行為 

・科研費の研究成果として発表された論文において、実験のデータや図表の改ざん・ねつ造を行った。 

・科研費の研究成果として発表された図書や研究成果報告書に、許諾を得ずに無断で英語の原著論文を翻訳し、引用であることを明 

   記せずに掲載し、当該研究課題の研究成果として公表した。 

- 7 -



 

６ 「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針） 

 

科研費においては、これまでも、研究成果発表のためのホームページ作成費用、研究成果広報用のパンフレ

ット作成費用、一般市民を対象とした研究成果広報活動などのアウトリーチ活動に係る費用を直接経費で支弁

できることを研究者使用ルール（補助条件又は交付条件）や科研費ハンドブックなどに明記し、研究期間終了

後に作成を求めている研究成果報告書において、アウトリーチ活動情報に関する記載を求めるなど、科研費に

よる成果を積極的に社会・国民に発信するよう努めていただくこととしています。なお、日本学術振興会にお

いては、最新の研究成果を、小・中学生や高校生に体験・実験・講演を通じて分かりやすく紹介する「ひらめ

き☆ときめきサイエンス」プログラムを実施していますので、活用してください。 

また、平成２２年６月に取りまとめられた『「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）』

（平成２２年６月１９日科学技術政策担当大臣及び総合科学技術会議有識者議員）では、研究者が研究活動の

内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する活動を「国民との科学・技術対話」と位置付け、１件

当たり年間３千万円以上の公的研究費の配分を受けた研究者等については、「国民との科学・技術対話」に積

極的に取り組むこと、大学等の研究機関についても、公的研究費を受けた研究者等の「国民との科学・技術対

話」が適切に実施できるよう支援体制の整備など組織的な取組を行うことが求められています。 

科研費では、特に、比較的高額な研究費を受ける特別推進研究などの研究進捗評価や、新学術領域研究（研

究領域提案型）などの中間評価において「研究内容、研究成果の積極的な公表、普及に努めているか」という

着目点を設けていますので、上記の方針を踏まえて、科研費による成果を一層積極的に社会・国民に発信して

ください。 

 

 

７ バイオサイエンスデータベースセンターへの協力 
 

バイオサイエンスデータベースセンター（http://biosciencedbc.jp/）は、様々な研究機関等によって作成

されたライフサイエンス分野データベースの統合的な利用を推進するために、平成２３年４月に独立行政法人

科学技術振興機構に設置されたものです。 

同センターでは、関連機関に積極的な参加を働きかけるとともに、戦略の立案、ポータルサイトの構築・運

用、データベース統合化基盤技術の研究開発、バイオ関連データベース統合化の推進を４つの柱として、ライ

フサイエンス分野データベースの統合化に向けて事業を推進しています。これによって、我が国におけるライ

フサイエンス分野の研究成果が、広く研究者コミュニティに共有かつ活用されることにより、基礎研究や産業

応用研究につながる研究開発を含むライフサイエンス分野の研究全体が活性化されることを目指しています。 

ついては、ライフサイエンス分野に関する論文発表等で公表された成果に関わる生データの複製物、又は構

築した公開用データベースの複製物について、同センターへの提供にご協力をお願いします。 

なお、提供された複製物については、非独占的に複製・改変その他必要な形で利用できるものとします。ま

た、複製物の提供を受けた機関の求めに応じ、複製物を利用するに当たって必要となる情報の提供にもご協力

をお願いすることがありますので、あらかじめご承知おき願います。 

また、バイオサイエンスデータベースセンターでは、ヒトに関するデータについて、個人情報の保護に配慮

しつつ、ライフサイエンス分野の研究に係るデータの共有や利用を推進するためにガイドラインを策定してい

ます。 

 

NBDCヒトデータ共有ガイドライン 

参考ＵＲＬ：http://humandbs.biosciencedbc.jp/guidelines/ 

 

＜問い合わせ先＞ 

独立行政法人科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター 

電話：03-5214-8491 
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８ 大学連携バイオバックアッププロジェクトについて 

 

大学連携バイオバックアッププロジェクト（Interuniversity Bio-Backup Project for Basic Biology）は、

様々な分野の研究に不可欠な研究資源である生物遺伝資源をバックアップし、予期せぬ事故や災害等による生

物遺伝資源の毀損や消失を回避することを目的として、2012年から新たに開始されました。 

本プロジェクトの中核となる大学共同利用機関法人自然科学研究機構基礎生物学研究所には、生物遺伝資源

のバックアップ拠点として IBBPセンター (http://www.nibb.ac.jp/ibbp/)が設置され、生物遺伝資源のバッ

クアップに必要な最新の機器が整備されています。 

全国の大学・研究機関に所属する研究者であればどなたでも保管申請ができます。IBBP で保管可能な生物遺

伝資源は、増殖（増幅）や凍結保存が可能なサンプル（植物種子に関しては冷蔵及び冷凍保存の条件が明確な

もの）で、かつ、病原性を保有しないことが条件です。バックアップは無料で行われますので是非ご活用くだ

さい。 

 

＜問い合わせ先＞ 

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 IBBP センター事務局 

電話：0564-59-5930,5931 
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Ⅱ 公募の内容 

 

 

１ 公募する研究種目 
 

今回、日本学術振興会が公募する研究種目は次のとおりです。 

 

特別推進研究、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ） 

 

 

２ 応募から交付までのスケジュール 
 

(1) 応募書類提出期限までに行うべきこと 

研究代表者は所属研究機関と十分連携し、適切に対応してください。 

日  時 
研究代表者が行う手続 

（詳細は、「Ⅲ 応募される方へ」、「Ⅳ 既

に採択されている方へ」を参照） 

研究機関が行う手続 
（詳細は、「Ⅴ 研究機関の方へ」を参照） 

平成２６年 

９月１日 ～ 公募開始 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１０日（月） 

午後４時３０分  

提出期限（厳守） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①応募書類を作成 

（研究機関から付与された 

e-RadのＩＤ・パスワードにより、科

研費電子申請システム（以下、「電子

申請システム」という。）にアクセス

し作成） 

 

 

 

②所属する研究機関に応募書類を提出

（送信） 

（当該研究機関が設定する提出（送信）

期限までに提出（送信）） 

【必要に応じて行う手続】 

①e-Rad運用担当から e-Radの研究機関用のＩＤ

・パスワードを取得（既に取得済の場合を除く） 

※ＩＤ・パスワードの発行に２週間程度必要。 

②e-Radへの研究者情報の登録等 

③研究代表者にＩＤ・パスワードを発行（既に発

行済みの場合を除く） 

 

 

 

④ガイドラインに基づく「体制整備等自己評価チ

ェックリスト」の提出 

提出期限：１０月７日（火）（厳守） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤応募書類の提出（送信） 

 

 

 

 

 

注１）研究代表者が所属する研究機関に応募書類を提出（送信）（「研究代表者が行う手続」②）した後、当該研究機関は応募書類

提出期限までに、日本学術振興会に応募書類を提出（送信）（「研究機関が行う手続」⑤）しなければなりません。 

ついては、研究代表者は「応募書類の作成・応募方法等」（27頁～32頁）等を確認するとともに、研究機関が指定する応募手

続等（研究機関内における応募書類の提出期限等）について、研究機関の事務担当者に確認してください。 

 

注２）研究者が科研費に応募するに当たっては、事前に、e-Radに研究者情報が登録されていなければなりません。e-Radへの登録は

研究機関が行うこととしていますので、応募を予定している者は、その登録状況について研究機関の事務担当者に十分確認して

ください。 

 

注３）研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェ

ックリスト」を提出しなければなりません（「研究機関が行う手続」④）。提出がない場合には、電子申請システム上で、当該

研究機関に所属する研究者の応募が認められません。 
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(2) 応募書類提出後のスケジュール（予定） 

 

特別推進研究 基盤研究（Ｓ） 
基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）※2、挑戦

的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ） 

平成26年12月～ 

 平成27年4月  審査 

平成27年4月下旬 交付内定 

    5月中旬 交付申請 

    6月下旬 交付決定 

    7月中旬 送金（前期分）※1 

    10月頃  送金（後期分）※1 

平成26年12月～ 

 平成27年5月  審査 

平成27年5月下旬 交付内定 

    6月中旬 交付申請 

    6月下旬 交付決定 

    7月中旬 送金（前期分）※1 

    10月頃  送金（後期分）※1 

平成26年12月～ 

平成27年3月  審査 

平成27年4月上旬 交付内定 

    4月下旬 交付申請 

    6月下旬 交付決定 

    7月中旬 送金（前期分）※1 

    10月頃  送金（後期分）※1 

 

 

 

※1 平成２４年度より、当該年度の交付請求額又は支払請求額（直接経費）が３００万円以上となる場合には、前期分（４月～９月）、

後期分（１０月～３月）に分けて送金し、交付請求額又は支払請求額（直接経費）が３００万円未満となる場合には、前期に一括し

て送金しています。 

※2  基盤研究（Ｂ・Ｃ）（特設分野研究）を除く。 

基盤研究（Ｂ・Ｃ） 

（特設分野研究） 

平成26年12月～ 

 平成27年6月  審査 

平成27年7月下旬 交付内定 

    8月中旬 交付申請 

    9月下旬 交付決定 
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３ 各研究種目の内容 

 

 

① 特別推進研究 〔科学研究費補助金〕 

                                 

ア）対 象  国際的に高い評価を得ている研究をより一層推進するために、研究費を重点的に交

付することにより、格段に優れた研究成果が期待される一人又は比較的少人数の研究

者で組織する研究計画 

 

イ）応募総額 （研究期間全体での総額。以下同じ） 

１研究課題の応募金額の総額は、５億円程度までを上限の目安としますが、真に必

要な場合には、それを超える応募も可能です。また、下限については制限は設けませ

ん。 

※ 応募金額の総額が５億円を超える研究計画の取扱い 

応募総額が５億円を超える場合、必要とする理由を研究計画調書の該当欄に詳

細に記入していただき、その適切性等について、特に厳正な審査を行います。 

※ 応募総額の下限について 

国際的に高い評価を得ている研究をより一層推進し、格段に優れた研究成果を

期待する研究種目であって、応募総額に下限を設けていません。 

 

ウ）研究期間  ３～５年間 

 

エ）採択予定課題数  おおむね十数件程度（極めて厳選されたもの） 

 

オ）研 究 費  国庫債務負担行為に基づく科学研究費補助金を交付します。 

 

カ）留意事項  (1) 採択された研究課題については、研究進捗評価の一環として現地調査（原則

として２年度目に実施）を行うとともに、研究期間の最終年度前年度に研究進

捗評価をヒアリングにより行います。なお、研究進捗評価の結果に基づき、必

要に応じてそれ以降の研究経費の増額、減額、研究の中止等を行います。また、

研究期間が終了して５年間を経た後に追跡評価を行います。 

(2) 特別推進研究については、「国庫債務負担行為」が導入されており、複数年

度の交付決定を行います。 
 

 

② 基盤研究（Ｓ） 〔科学研究費補助金〕 

 

ア）対 象  一人又は比較的少人数の研究者で組織する研究計画であって、これまでの研究成果

を踏まえて、さらに独創的、先駆的な研究を格段に発展させるための研究計画 

 

イ）応募総額     5,000万円以上 ２億円程度まで 

 

ウ）研究期間  原則として５年間 

※ 定年等により退職し、研究機関を離れることが予想される場合等には、例外と

して、３年間又は４年間の研究期間であっても差し支えありません。 

 

エ）研 究 費  科学研究費補助金を交付します。 

 

オ）留意事項  採択された研究課題については、研究期間の最終年度前年度に研究進捗評価を行い

ます。なお、研究進捗評価の結果に基づき、必要に応じてそれ以降の研究経費の増額、

減額、研究の中止等を行います。 
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③ 基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）  

〔基盤研究（Ａ）：科学研究費補助金〕 

〔基盤研究（Ｂ）：科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金〕 

〔基盤研究（Ｃ）：学術研究助成基金助成金〕 
 

ア）対 象  一人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、独創的、先駆的な研究を格段

に発展させるための研究計画 

 

イ）応募総額  応募総額により次の３種類に区分 

区  分 応 募 総 額 審査区分 

基盤研究（Ａ） 

基盤研究（Ｂ） 

 

基盤研究（Ｃ） 

 2,000万円以上 5,000万円以下 

    500万円以上 2,000万円以下 

                    

500万円以下 

 一般・海外学術調査 

 一般・海外学術調査・ 

特設分野研究 

 一般・特設分野研究 

 

ウ）研究期間  一般・海外学術調査 ３～５年間 

特設分野研究    ３～５年間（応募年度により応募可能な研究期間が異なる） 

 

エ）審査区分  以下の審査区分から選択して応募してください。 

 

審査区分「一般」 

この審査区分により応募できるのは、基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）であり、特色ある

研究を格段に発展させるためのものを対象としています。 

審査区分「海外学術調査」、「特設分野研究」の対象となる研究計画以外は、す

べてこの審査区分に応募してください。 

 

審査区分「海外学術調査」 

この審査区分により応募できるのは、基盤研究（Ａ・Ｂ）に限られ、研究の対象

及び方法において、主たる目的が、国外の特定地域におけるフィールド調査、観測

又は資料収集を行うものを対象としています。 

フィールド調査等を主たる目的としない場合は、審査区分「一般」に応募してく

ださい。また、この審査区分では、設備備品の購入は、少額なパソコン等を除き、

海外での調査、観測又は資料収集に直接使用するものに限ります。 

 

審査区分「特設分野研究」 

この審査区分により応募できるのは、基盤研究（Ｂ・Ｃ）に限られ、平成２７年

度は平成２６年度に設定された「ネオ・ジェロントロジー」、「連携探索型数理科

学」、「食料循環研究」に加え、「紛争研究」、「遷移状態制御」、「構成的シス

テム生物学」の３つの分野を新たに設けています。 

別表２「平成２７年度科学研究費助成事業 系・分野・分科・細目表」から適切

な細目を選定することができる研究課題は、「特設分野研究」への応募は避けてく

ださい。 
 

（注）・各分野の設定は５年間、公募期間は分野設定初年度から３年度目までとし、公募期

間初年度で応募可能な研究期間は３～５年間、公募期間２年度目は３～４年間、公

募期間３年度目は３年間となります。 

・基盤研究（Ｂ）、基盤研究（Ｃ）を区分せずに審査します。 

・応募件数が多数の場合、あらかじめ概要版等による審査を行うことがあります。 

・採択予定課題数：分野ごとに３０件以内（厳選されたもの） 

・「特設分野研究」の審査に当たっては必要に応じて、研究代表者から追加資料の提

出を求めることがあるので留意してください。 

・採択者を対象に研究代表者交流会を開催します。 
 

オ）研 究 費  基盤研究（Ａ）は、科学研究費補助金を交付します。 

基盤研究（Ｂ）は、科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金を交付します。 

基盤研究（Ｃ）は、学術研究助成基金助成金を交付します。 
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④ 挑戦的萌芽研究 〔学術研究助成基金助成金〕  
 

ア）対 象  一人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、独創的な発想に基づく、挑戦

的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研究計画 

 

イ）応募総額  500万円以下 

 

ウ）研究期間  １～３年間 

 

エ）研 究 費  学術研究助成基金助成金を交付します。 

 

 

⑤ 若手研究（Ａ・Ｂ） 

〔若手研究（Ａ）：科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金〕 

〔若手研究（Ｂ）：学術研究助成基金助成金〕 

 

 

ア）対 象  平成２７年４月１日現在で３９歳以下の研究者（昭和５０年４月２日以降に生まれ

た者）が一人で行う研究計画であって、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研

究計画 

 

イ）応募総額  応募総額により次の２種類に区分 

区  分 応 募 総 額 

若手研究（Ａ） 

若手研究（Ｂ） 

 500万円以上 3,000万円以下 

          500万円以下 

 

ウ）研究期間  ２～４年間 

 

エ）研 究 費  若手研究（Ａ）は、科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金を交付します。 

若手研究（Ｂ）は、学術研究助成基金助成金を交付します。 

 

オ）留意事項  「受給回数制限(注)」について 

平成２２年度公募から、若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）を通じた受給回数の制限を導入

し、若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）を通じて、２回までに限りいずれかの研究種目を受給

できることとしています。 

  

                         
（注）ここでいう「受給」とは、若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）として採択され、「交付決定を受けること」をいいます。 

また、研究期間が複数年度にわたる研究課題については、同一の課題番号で複数回交付決定を受けた場合で

あっても「受給回数１回」とします。したがって、例えば、研究者Ａが「若手研究（Ｂ）（課題番号：15******）」

で平成１５年度から平成１６年度に研究を行い、かつ、「若手研究（Ａ）（課題番号：18******）」で平成１

８年度から平成２１年度に研究を行っている場合は、「受給回数２回」ということになります。なお、次の場

合は、いずれも「受給回数１回」とします。 

・交付決定を受けた後、研究期間の途中に交付申請の辞退又は研究廃止をした場合 

・平成１８年度科学研究費補助金「特別研究促進費（年複数回応募の試行）」のうち「若手研究」相当の研

究計画として応募し、採択され、交付決定を受けた場合 

 

   （参考）次の場合には「受給回数」に含まれませんのでご留意ください。 

・新規応募研究課題の交付内定を受けた後、交付申請を辞退し、交付決定を受けなかった場合（交付申請を

留保した後、辞退する場合も含む）には「受給回数」に含めません。 

・平成１４年度の「若手研究（Ｂ）」の継続研究課題（平成１３年度に「奨励研究（Ａ）」として新規採択

された課題で、課題番号が「13******」となっているもの）については、交付決定を受けたとしても「受給

回数」に含めません。 
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Ⅲ 応募される方へ 

 

 

１ 応募の前に行っていただくべきこと 

 

応募の前に行っていただくべきことは、 

(1) 応募資格の確認 

(2) 研究者情報登録の確認（e-Rad） 

(3) 電子申請システムを利用するためのＩＤ・パスワードの取得 

の３点です。 

 

(1) 応募資格の確認 

科研費への応募は、応募資格を有する者が研究代表者となって行うものとします。 

応募資格は、下記の①及び②を満たすことが必要です。 

なお、複数の研究機関において応募資格を有する場合には、複数の研究機関からそれぞれ同時に応募す

ることは可能ですが、その際には、重複制限の取扱い（17頁参照）に注意してください。 

また、日本学術振興会特別研究員（ＤＣ）及び外国人特別研究員、大学院生等の学生は科研費に応募す

ることはできません。このため、学生については、その所属する研究機関又は他の研究機関において研究

活動を行うことを職務として付与されている場合であっても、応募することはできませんので、ご注意く

ださい。 

 

（注１）所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者（例：大学教員や

企業等の研究者など）で、学生の身分も有する者については、ここでいう「学生」には含まれま

せん。 

（注２）平成２６年度公募から、日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）が研究従事機関と

して本会に届け出ている研究機関において下記の応募要件を満たす場合には、特別研究員奨励費

以外の一部研究種目にも応募が可能となっています。 
 

① 応募時点において、所属する研究機関(注)から、次のア、イ及びウの要件を満たす研究者であると

認められ、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者であること 

     ＜要件＞ 

       ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者 

     （有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究 

     活動そのものを主たる職務とすることを要しない。）であること 

    イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること（研究の補助のみに従事している 

     場合は除く。） 

    ウ 大学院生等の学生でないこと（ただし、所属する研究機関において研究活動を行うこ 

     とを本務とする職に就いている者（例：大学教員や企業等の研究者など）で、学生の身 

     分も有する場合を除く。） 

 

     （注）研究機関は、科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条に規定される研究機関 

 

   (参考)研究機関が満たさなければならない要件（64頁参照） 

   ＜要件＞ 

     ・科研費が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること 

        ・科研費が交付された場合に、機関として科研費の管理を行うこと 

 

② 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、平成２７

年度に、「その交付の対象としないこと」とされていないこと 

 

科研費により雇用されている者（以下、「科研費被雇用者」という。）は、通常、雇用契約等において

雇用元の科研費の業務（以下、「雇用元の業務」という。）に専念する必要があります。このため、雇用

元の業務に充てるべき勤務時間を前提として自ら科研費に応募することは認められません。 

ただし、雇用元の業務以外の時間を明確にし、かつ、その時間をもって自ら主体的に科研費の研究を行

おうとする場合には、次の点が研究機関において確認されていれば科研費に応募することが可能です。 
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・ 科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に自ら主体的に研究を行うことができる旨を雇用契約等で定

められていること 

・  雇用元の業務と自ら主体的に行う研究に関する業務について、勤務時間やエフォートによって明確

に区分されていること 

・ 雇用元の業務以外の時間であって、自ら主体的に行おうとする研究に充てることができる時間が十

分確保されていること 

 

また、e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている場合であっても、以下の

とおり取り扱うことがあります。 

 

・ 所属する研究機関の判断で、その研究活動を当該研究機関の活動として行わせることが適切ではな

いとした場合には、研究機関として、応募を認めない場合や、当該研究者による交付申請を認めず科

研費の交付申請を辞退する場合があります。 

・ 研究期間終了後に研究成果報告書を理由なく提出しない研究者から新規の科研費の応募があった場

合には、審査の上採択されても、科研費を交付しません。また、研究成果報告書の提出が予定されて

いる者が研究成果報告書を理由なく提出しない場合には、提出予定年度に実施している他の科研費の

執行停止を求めることとなります。 

 

 

(2) 研究者情報登録の確認（e-Rad） 

今回公募する研究種目に応募しようとする研究代表者は、応募書類の提出期限時に応募資格を有する者

であって、かつ e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されていなければなりません。 

そのため、応募に当たっては、まず、e-Radへの登録内容の確認を行っていただく必要があります。 

e-Rad への登録は、所属する研究機関が e-Radにより手続を行うため、研究代表者は、所属する研究機

関が行う登録手続（研究機関内での登録期限や現在の登録状況の確認方法等）について、所属する研究機

関に確認してください（既に登録されている者であっても登録内容（「所属」、「職」等）に修正すべき

事項がある場合には正しい情報に更新する必要があります。）。  

 

 

(3) 電子申請システムを利用するためのＩＤ・パスワードの取得 

応募に当たっては、e-RadのＩＤ・パスワードにより電子申請システムにアクセスし、応募書類を作成

する必要があるため、ＩＤ・パスワードを取得していない場合は、所属する研究機関から e-Rad のＩＤ・

パスワードの付与を受けてください。 

なお、一度付与されたＩＤ・パスワードについては、研究機関を異動しても使用可能です。また、ログ

インＩＤ・パスワードは、決して他者に漏えいすることが無いよう厳格な管理を行ってください。 

 

 

（参考）「研究活動スタート支援」について 

「研究活動スタート支援」は、研究機関に採用されたばかりの研究者や育児休業等から復帰する研究者など、今回の公募に応募で

きない者を支援するものです。 

この研究種目の平成２７年度公募は、平成２７年３月に予定しており、その応募要件は、 

①文部科学省及び日本学術振興会が平成２６年９月に公募を行う研究種目（※）の応募締切日（平成２６年１１月１０日）の

翌日以降に科学研究費助成事業の応募資格を得たため、当該研究種目に応募できなかった者 

 

②平成２６年度に産前産後の休暇又は育児休業を取得していたため、文部科学省及び日本学術振興会が平成２６年９月に公募

を行う研究種目（※）に応募できなかった者 

 

とする予定です。（詳細は、平成２７年３月の公募要領を確認してください。） 

e-Radへの研究者情報の登録等は研究機関が行うこととしていますので、上記①の対象となる可能性がある研究者は、研究機関の

事務担当者と連絡をとるなどして適切に対応してください。 

 

（※）平成２７年度科研費のうち「新学術領域研究」、「特別推進研究」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研究」及び「若手研究」の

ことをいいます。 

（注）日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）が研究従事機関として本会に届け出ている研究機関において応募資格を

付与された場合であっても、研究活動スタート支援への応募は認められません。 
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２ 重複制限の確認 

 

科研費に応募しようとする研究者は、応募書類を作成する前に、応募しようとする研究種目への応募が

可能かどうか、「重複制限」のルールを十分確認する必要があります。 

 

(1) 重複制限の設定に当たっての基本的考え方 

科研費においては、研究の規模、内容等を踏まえた「研究種目」や「審査区分」を設けており、様々な

研究形態に応じた研究計画の応募を可能としています。 

一方、限られた財源で多くの優れた研究者を支援する必要があること、応募件数の増加により適正な審

査の運営に支障を来すおそれがあること等を考慮し、次のような基本的な考え方に基づく「重複制限ルー

ル」を設定しています。 

○ 限られた財源でできるだけ多くの優れた研究者を支援できるよう考慮する。 

○ 各研究種目の審査体制を踏まえ、応募件数が著しく増えないよう考慮する。 

○ 制限の設定に当たっては、主として、研究計画の遂行に関してすべての責任を持つ研究代表者を対象

とするが、研究種目の額が大きい場合など一部のケースでは研究分担者も対象とする。 

○ 以上を踏まえ、科研費の「研究種目」の目的・性格等を勘案し、個々に応募制限又は受給制限を使い

分けて重複制限を設定する。 

今回公募する研究種目においても重複制限が設けられていますので、応募に当たっては、以下の記述と

21 頁～26頁に示す「重複制限一覧表」を十分確認してください。 

なお、「競争的資金の適正な執行に関する指針」（4頁参照）に示される「不合理な重複」の考え方に

該当する場合には、審査の段階で「不合理な重複」と判断される可能性がありますので、研究計画調書を

作成する際には、十分にご留意ください。 

 

 

(2) 重複応募・受給の制限 

① ２つの研究課題について、どちらも「研究代表者」として応募しようとする場合 

   【「研究代表者→研究代表者」型】（21頁参照） 

一人の研究者が研究代表者として応募できるのは、同一の研究種目（審査区分）の場合、１研究課題で

す。したがって、同一の研究種目（審査区分）に同時に複数の応募をすることはできません（継続研究課

題を有する場合、同一の研究種目（審査区分）に新規研究課題を応募することはできません。）。 

（表中の「－」に該当するケース） 

 

一人の研究者が２つの研究課題にそれぞれ研究代表者として重複応募しようとする場合、次のアからエ

の種類による重複の制限があります。 

ただし、科研費（基金分）と科研費（一部基金分）で最終年度に研究期間の延長（産前産後の休暇又は

育児休業の取得に伴う場合を除く。）を行った場合、及び「研究計画最終年度前年度の応募」（19 頁「重

複応募制限の特例」参照）の場合を除きます。 

 

ア 一つの研究課題にのみ応募できる場合            （表中の「×」に該当するケース） 

イ 継続研究課題を実施するため、新規研究課題の応募ができない場合 

（表中の「▲」に該当するケース） 

ウ 双方の研究課題とも応募できるが、双方が採択された場合には、ルールで定められた一方の研究課題

の研究のみ実施することとされる場合 

 表中の「■」については、甲欄の研究種目が優先されます。

「□」については、乙欄の研究種目が優先されます。 

エ 原則として重複応募を認めないが、付されている条件を満たす場合に限り双方の研究課題とも応募で

きる場合 

     基盤研究の審査区分「海外学術調査」に研究代表者として応募する場合、原則として基盤研究の 

審査区分「一般」に研究代表者として応募することはできません。ただし、明らかに研究目的や研 

究計画・方法が異なる２つの研究をそれぞれ同一年度内に行う必要がある場合は除きます。 

（表中の「★」に該当するケース） 
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② 研究代表者として応募する研究者が、他の研究課題の研究分担者として参画しようとする場合 

  【「研究代表者→研究分担者」型】（23頁参照） 

一人の研究者がある研究課題に研究代表者として応募するとともに、他の研究課題の研究分担者として

も参画しようとする場合、あるいは、平成２７年度に継続が予定されている研究課題（継続研究課題）の

研究代表者となっている研究者が他の研究課題の研究分担者としても参画しようとする場合、通常、自由

に両方の課題に応募できます。 

ただし、特別推進研究などを中心に、次のアからウの種類による重複の制限があります。 

 

ア 一つの研究課題にのみ応募できる場合            （表中の「×」に該当するケース） 

イ 継続研究課題を実施するため、新規研究課題の応募ができない場合 

（表中の「▲」に該当するケース） 

ウ 双方の研究課題とも応募できるが、双方が採択された場合には、ルールで定められた一方の研究課題

の研究のみ実施することとされる場合 

                                    表中の「■」については、甲欄の研究種目が優先されます。  

 

 

③ 研究分担者として参画する研究者が、他の研究課題の研究代表者として応募しようとする場合 

   【「研究分担者→研究代表者」型】（25頁参照） 

一人の研究者がある研究課題に研究分担者として参画するとともに、他の研究課題の研究代表者として

も応募しようとする場合、あるいは、平成２７年度に継続が予定されている研究課題（継続研究課題）の

研究分担者となっている研究者が他の研究課題の研究代表者として応募しようとする場合も、通常、自由

に両方の研究課題に応募できます。 

ただし、特別推進研究などを中心に、②と同様の重複の制限があります。 

                                    表中の「□」については、乙欄の研究種目が優先されます。  

 

④ 研究分担者として参画する研究者が、他の研究課題の研究分担者としても参画しようとする場合 

   【「研究分担者→研究分担者」型】 

一人の研究者がある研究課題に研究分担者として参画するとともに、他の研究課題の研究分担者として

も参画しようとする場合、あるいは、平成２７年度に継続が予定されている研究課題（継続研究課題）の

研究分担者となっている研究者が他の研究課題の研究分担者としても参画しようとする場合も、通常、自

由に両方の研究課題が応募できます。 

ただし、特別推進研究については、二つの研究課題に研究分担者として参画することはできません。ま

た、既に特別推進研究の研究分担者となっている場合に他の特別推進研究の研究分担者として参画するこ

ともできません。 

 

 

(3) 受給制限のルール 

重複制限のうち、「双方の研究課題とも応募できるが、双方が採択された場合にはいずれか一方の研究

課題の研究のみ実施する」もの（受給制限）の取扱いは以下のとおりとします。 

 

 「■」又は「□」に該当する応募で双方が採択された場合の取扱い 

ア 「研究代表者」と「研究代表者」の場合（特別推進研究の研究代表者と他研究種目の研究代表者の場

合など）に、重複制限の結果、定められたルールにより甲欄又は乙欄の研究種目のみを実施することに

なった場合、実施できない研究課題については廃止（又は辞退）しなければなりません。 

 

イ 特別推進研究の研究代表者と他研究種目の研究分担者の重複制限の結果、特別推進研究の研究課題

（研究代表者）のみ実施することになった場合には、特別推進研究以外の研究課題については、「研究

分担者」を削除しなければなりません。 

なお、「研究分担者」を削除すると研究が継続できない研究課題は、廃止（又は辞退）しなければな

りません。 
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(4) その他の留意点  

① 重複制限ルール上重複応募等が可能な場合であっても、「多数の研究計画に参画することにより、研

究代表者又は研究分担者としての責任が果たせなくならないよう」十分留意してください。あわせて、4

頁に記載の「不合理な重複及び過度の集中の排除」の内容にも十分留意してください。 

 

② 継続研究課題の研究組織に変更があった場合など、電子申請システム上で応募が受け付けられても、

その後、重複応募制限により審査に付されない場合があります。応募書類の提出前に十分確認してくだ

さい。 

 

③ 複数の研究機関において応募資格を有する研究者が複数の研究機関からそれぞれ同時に応募する場合

であっても、重複制限は、研究者（研究代表者又は研究分担者）に着目して適用されます。 

 

④ 「重複制限一覧表」の確認に当たり、新学術領域研究（研究領域提案型）総括班研究課題への参画形

態は特殊である（「平成２７年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領（文部科学省）」参照）ため、

次の点に注意してください。 

ア 「新学術領域研究（研究領域提案型）総括班研究課題の研究代表者」は、「重複応募しようとす

る研究課題の研究代表者又は研究分担者」との関係を「重複制限一覧表」の該当欄で確認してくだ

さい。 

イ 「新学術領域研究（研究領域提案型）総括班研究課題の研究分担者」は、「一般の計画研究（総

括班研究課題以外の計画研究）への参画形態（研究代表者又は研究分担者）」と「重複応募しよう

とする研究課題の研究代表者又は研究分担者」との関係を「重複制限一覧表」で確認してください。 

 

⑤ 受給制限により研究廃止する継続研究課題が、ア）平成２７年度が最終年度であり、かつ、イ）平成

２５年度以前に採択された研究課題である場合には、研究代表者は、当該研究課題の研究成果報告書を

平成２８年６月３０日までに提出しなければなりません。 

 

⑥  文部科学省が公募する研究種目において、「研究代表者又は研究分担者として応募しようとする者」

又は「平成２７年度に継続が予定されている研究課題（継続研究課題）の研究代表者又は研究分担者と

なっている者」に係る重複制限については、別表１を確認してください。 

 

⑦ 平成２６年度公募から、日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）が研究従事機関として

本会に届け出ている研究機関において応募資格を得た場合には、「新学術領域研究（研究領域提案型）

の公募研究」、「基盤研究（Ｂ・Ｃ）」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究（Ａ・Ｂ）」に限り応募す

ることが可能になっています。 

日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）の重複制限の確認に当たっては、特別研究員奨

励費の交付を受けていない場合においても、「重複制限一覧表」の「特別研究員奨励費（特別研究員）」

を確認してください。 

 

⑧ 重複制限が適用される研究種目（「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案型）の総括班、

計画研究」、「基盤研究（Ｓ・Ａ）」、「研究活動スタート支援」）に応募した後、日本学術振興会特

別研究員に採用され、応募した研究種目も採択された場合にはいずれか一方を選択することになります。 

また、日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）が、採用期間中に重複制限が適用される

研究種目へ応募することは認められません。 

このため、電子申請システム上で応募が受け付けられても、その後、重複応募制限により審査に付さ

れない場合があります。応募書類の提出前に十分確認してください。 

 

⑨ 科研費と他の競争的資金制度との間には重複制限は設けていませんが、4 頁に記載の「不合理な重複

及び過度の集中の排除」の内容に十分留意してください。特に、特別推進研究の審査では、戦略的創造

研究推進事業により助成されることが戦略目標に照らし相応しい研究課題については、原則採択しない

こととしていますので、応募に当たっては、留意してください。 

 

 

(5) 重複応募制限の特例 

（研究計画最終年度前年度の応募） 

① 「特別推進研究、基盤研究（基盤研究（Ｂ・Ｃ）審査区分「特設分野研究」を除く。）又は若手研究

の研究課題のうち研究期間が４年以上のもので、平成２７年度が研究期間の最終年度に当たる研究課題
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（継続研究課題）の研究代表者」が、当該研究の進展を踏まえ、研究計画を再構築することを希望する

場合には、「研究計画最終年度前年度の応募」として応募することができます。 

なお、１つの継続研究課題を基に、この特例により新たに応募できる課題数は、１課題に限ります。 

             
② 研究計画最終年度前年度の応募により、新たに応募することができる研究種目は、「特別推進研究」、

「基盤研究（基盤研究（Ｂ・Ｃ）審査区分「特設分野研究」を除く。）」です。ただし、「若手研究（Ａ

・Ｂ）」の研究課題を基に、新たに応募することができる研究種目は、「基盤研究」のみとなります。 

 

③ 研究計画最終年度前年度応募により、新たに基盤研究（Ｂ・Ｃ）審査区分「特設分野研究」に応募す

ることはできません。また、基盤研究（Ｂ・Ｃ）審査区分「特設分野研究」を基に新たに応募すること

もできません。 
 

④ 研究計画最終年度前年度の応募による新規応募研究課題と、その基となる継続研究課題との間におい

ては重複制限は適用されません。 

ただし、これらの研究課題と、同一の研究代表者による他の応募研究課題（継続研究課題を含む。）

との間においては、重複制限が適用されます。 

 

⑤ 当該新規応募研究課題が採択された場合には、その基となった継続研究課題に係る平成２７年度の科

研費は原則として交付されず、交付された場合であっても、全額返還することとなります。このため、

新規応募研究課題の研究計画調書は、平成２７年度の継続研究課題の研究計画を実施するに当たって必

要となる経費を含めて作成してください。 

なお、この際、研究代表者は、当該継続研究課題の研究成果報告書を平成２８年６月３０日までに提

出しなければなりませんので、当該報告書に係る経費も含めて作成してください。 

 

 

（研究期間の延長に伴う重複応募制限の取扱い）    

① 科研費（基金分）と科研費（一部基金分）で、最終年度に研究期間の延長（産前産後の休暇又は育休

業の取得に伴う場合を除く。）を行う場合には、研究期間を延長した研究課題と、新たに応募しようと

する研究課題の間においては重複制限は適用されません。 

 

② ただし、新たに応募しようとする研究課題と、同一の研究代表者による他の応募研究課題（継続研究

課題を含む。）との間においては、重複制限が適用されます。 
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３ 応募書類（研究計画調書）の作成・応募方法等  

 

応募に必要な書類は研究計画調書です。研究計画調書は、前半部分の応募情報（Ｗｅｂ入力項目）と

後半部分の応募内容ファイル（添付ファイル項目）の２つで構成されます。 

研究代表者は、応募情報（Ｗｅｂ入力項目）を入力するとともに、別途作成する応募内容ファイル（添

付ファイル項目）を電子申請システムにアップロードして研究計画調書（ＰＤＦファイル）を作成し、

所属する研究機関が指定する期日までに、当該研究機関に提出（送信）してください。 

研究計画調書の作成・応募方法の詳細は以下のとおりですので確認してください。 

 

(1) 研究計画調書の作成 

応募に当たっては、研究機関から付与された e-RadのＩＤ・パスワードにより電子申請システムにアク

セスして、研究計画調書を作成する必要があります。 

 

研究計画調書について 

 

研究計画調書は次の２つから構成されます。 

 

前半部分：電子申請システムにより、応募情報（Ｗｅｂ入力項目）（注１）を入力してください。  

（注１）研究課題名、応募額等応募研究課題に係る基本データ、研究組織に係るデータ等、研究代表者が電子申請

システムによりＷｅｂ上で入力する部分 

 

後半部分：応募内容ファイル（注２）の様式を日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ

（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）から取得し、電子申請システムにア

ップロードして研究計画調書（ＰＤＦファイル）を作成してください。 

（紙媒体による応募は受理しません。） 

（注２）研究目的、研究計画・方法等の研究計画の内容に係る部分 

研究種目 

研究計画調書 

前半 後半 

応募情報（Ｗｅｂ入力項目） 応募内容ファイルの様式 

特別推進研究（新規） （英語版） 

電子申請システムに入力 

Ｓ－１－１（１） 

 （日本語版） Ｓ－１－１（２） 

特別推進研究（継続） Ｓ－１－２ 

基盤研究（Ｓ） Ｓ－１－６ 

基盤研究（Ａ）審査区分「一般」に係るもの Ｓ－１－７ 

審査区分「海外学術調査」に係るもの Ｓ－１－９
 

基盤研究（Ｂ）審査区分「一般」に係るもの Ｓ－１－７ 

審査区分「海外学術調査」に係るもの Ｓ－１－９
 

審査区分「特設分野研究」に係るもの Ｔ－１－１
 

基盤研究（Ｃ）審査区分「一般」に係るもの Ｓ－１－８ 

審査区分「特設分野研究」に係るもの Ｔ－１－２ 

挑戦的萌芽研究 Ｓ－１－１０ 

若手研究（Ａ） Ｓ－１－１２ 

若手研究（Ｂ） Ｓ－１－１３ 

継続研究課題 

（研究計画の大幅な変更を伴う場合） 
Ｓ－１－１４

 

※応募内容ファイル（添付ファイル項目）の様式は e-Rad のＩＤ・パスワードの取得前でも日本学術振

興会科学研究費助成事業ホームページ（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）から取

得することができます。 
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(2) 電子申請システムを利用した応募 

① 研究代表者として応募する研究者は、「特別推進研究」については「平成２７年度特別推進研究研究

計画調書等作成・記入要領（新規・継続）」に基づき、応募情報（Ｗｅｂ入力項目）を入力するととも

に、別途作成した応募内容ファイル(添付ファイル項目)を電子申請システムにアップロードして、研究

計画調書(ＰＤＦファイル)を作成してください。 
 

② その他の研究種目については「平成２７年度応募情報（Ｗｅｂ入力項目）（基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・

Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ））作成・入力要領」に基づき、応募情報（Ｗｅｂ入力項目）

を入力するとともに、応募する研究種目（審査区分）ごとの「平成２７年度研究計画調書作成・記入要

領」に基づいて、別途作成した応募内容ファイル(添付ファイル項目)を電子申請システムにアップロー

ドして、研究計画調書(ＰＤＦファイル)を作成してください。 
 
③ 研究計画調書はモノクロ（グレースケール）印刷を行い審査委員に送付するため、印刷した際、内容

が不鮮明とならないよう、作成に当たってはご留意ください。 

 
④ 研究計画調書は、研究代表者の所属する研究機関が取りまとめて提出することとしています。 

そのため、研究代表者は、所属する研究機関が指定する期日までに、当該研究機関に応募書類を提出

（送信）してください（直接、日本学術振興会へ提出（送信）することはできません。）。 

なお、提出（送信）に当たっては、作成した研究計画調書（ＰＤＦファイル）の内容を十分確認の上、

確認完了・提出処理を行ってください（所属する研究機関に研究計画調書（ＰＤＦファイル）を提出し

たことになります。）。また、研究機関により承認処理が行われた研究計画調書（ＰＤＦファイル）に

ついては修正等を行うことはできません。 

 

⑤ 研究計画調書に含まれる個人情報は、競争的資金の不合理な重複や過度の集中の排除、科学研究費助

成事業の業務のために利用（データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個

人情報の提供を含む。）するほか、e-Radに提供する予定です。（e-Rad 経由で内閣府に情報提供するこ

とがあります。また、これらの情報の作成のため、各種作業や情報の確認等についてご協力いただくこ

とがあります。） 

なお、採択された研究課題に関する情報（研究課題名・研究代表者氏名・交付予定額等）については、

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13年法律第 140号）第５条第１号イに定

める「公にすることが予定されている情報」であるものとします。これらの情報については、報道発表

資料及び国立情報学研究所のデータベース等により公開します。 

また、採択された研究課題の研究代表者の所属・氏名等の情報は、日本学術振興会審査委員候補者デ

ータベースに必要に応じて登録し、このデータベースの更新依頼は、毎年、研究代表者が所属する研究

機関を通じて行います。（４月予定） 
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研究計画調書の作成に当たって留意していただくべきこと 
 

作成に当たっては、次のような点について、内容に問題がないか確認してください。 

 

① 公募の対象とならない研究計画でないこと。 

 

次の研究計画は公募の対象としていません。 

 

ア 単に既製の研究機器の購入を目的とする研究計画 

イ 他の経費で措置されるのがふさわしい大型研究装置等の製作を目的とする研究計画 

ウ 商品・役務の開発・販売等を直接の目的とする研究計画（商品・役務の開発・販売等に係る市場動

向調査を含む。） 

エ 業として行う受託研究 

オ 研究期間のいずれかの年度における研究経費の額が１０万円未満の研究計画 

 

② 研究組織について次の要件を満たしていること。 

 

研究代表者は（30頁 1)参照）、研究計画の性格上、必要があれば研究分担者（30頁 2)参照）、連携研

究者（30頁 3)参照）及び研究協力者（31頁 4)参照）とともに研究組織を構成することができます。 

なお、研究分担者及び連携研究者については、研究代表者と同様、応募時点において、次の要件を満た

していることが所属する研究機関(下記枠内(注)参照)において確認されており、e-Rad に「科研費の応募

資格有り」として研究者情報が登録されていることが必要です。 

ただし、研究協力者は、必ずしも e-Radに登録されている必要はありません。 

 

（注１）平成２６年度公募から、日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）が研究従事機関と

して本会に届け出ている研究機関において下記の応募要件を満たす場合には、研究分担者及び連携

研究者としての参画も可能となっています。この場合には、研究種目の制限はありません。 

（注２）日本学術振興会特別研究員（ＤＣ）及び外国人特別研究員や大学院生等の学生は、研究代表者、研

究分担者、連携研究者になることができません。 

＜要件＞ 

     ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者 

    （有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究 

   活動そのものを主たる職務とすることを要しない。）であること 

     イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること（研究の補助のみに従事している 

   場合は除く。） 

     ウ 大学院生等の学生でないこと（ただし、所属する研究機関において研究活動を行うこ 

   とを本務とする職に就いている者（例：大学教員や企業等の研究者など）で、学生の身 

   分も有する場合を除く。） 

 （注）研究機関は、科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条に規定される研究機関 

 

(参考)研究機関が満たさなければならない要件（64頁参照） 

＜要件＞ 

 ・科研費が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること 

  ・科研費が交付された場合に、機関として科研費の管理を行うこと 

 

科研費被雇用者は、通常、雇用契約等において雇用元の業務に専念する必要があります。このため、雇

用元の業務に充てるべき勤務時間を前提として自ら科研費に応募することは認められません。 

ただし、雇用元の業務以外の時間を明確にし、かつ、その時間をもって自ら主体的に科研費の研究を行

おうとする場合には、次の点が研究機関において確認されていれば科研費に応募することが可能です。こ

の場合には、研究代表者として応募することができるほか、研究分担者及び連携研究者等になることもで

きます。 

 

・ 科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に自ら主体的に研究を行うことができる旨を雇用契約等で定

められていること 

・ 雇用元の業務と自ら主体的に行う研究に関する業務について、勤務時間やエフォートによって明確

に区分されていること 
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・ 雇用元の業務以外の時間であって、自ら主体的に行おうとする研究に充てることができる時間が十

分確保されていること 

 

研究代表者及び研究分担者は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和 30年法律

第 179号）に規定された補助事業者に当たり、不正な使用等を行った場合は、一定期間、科研費を交付

しないこととされます。 

また、研究者が、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている場合であって

も、以下のとおり取り扱うことがあります。 

 

・ 所属する研究機関の判断で、その研究活動を当該研究機関の活動として行わせることが適切ではな

いとした場合には、研究機関として、応募を認めない場合や、当該研究者による交付申請を認めず科

研費の交付申請を辞退する場合があります。 

・ 研究期間終了後に研究成果報告書を理由なく提出しない研究者から新規の科研費の応募があった場

合には、審査の上採択されても、科研費を交付しません。また、研究成果報告書の提出が予定されて

いる者が研究成果報告書を理由なく提出しない場合には、提出予定年度に実施している他の科研費の

執行停止を求めることとなります。 

 

1) 研究代表者（応募者） 

 

ア 研究代表者は、補助事業者であり、研究計画の遂行（研究成果の取りまとめを含む。）に関してす

べての責任を持つ研究者のことをいいます。 

なお、研究期間中に応募資格の喪失などの理由により、研究代表者としての責任を果たせなくなる

ことが見込まれる者は、研究代表者となることを避けてください。（注） 

 

（注）研究代表者は、研究計画の遂行に関してすべての責任を持つ研究者であり、重要な役割を担っています。応募に当たっ

ては、研究期間中に退職等により応募資格を喪失し、責任を果たせなくなることが見込まれる者は研究代表者となること

を避けるよう求めており、研究代表者を交替することは認めていません。 

ただし、「新学術領域研究（研究領域提案型）」の「総括班研究課題」及び「生命科学系３分野支援活動」については、

所要の手続を経て、研究代表者（領域代表者）の交替を認められる場合があります。 

 

イ 研究代表者は、研究組織を構成する場合には、研究分担者との関係を明らかにするため、当該研究

分担者が異なる研究機関に所属する者の場合にあっては「研究分担者承諾書（他機関用）」を、同じ

研究機関に所属する者の場合にあっては「研究分担者承諾書（同一機関用）」を必ず徴し、保管して

おかなければなりません。 

 

ウ 研究代表者は、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されているほか、科研費

やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、平成２７年度に、「そ

の交付の対象としないこと」とされていないことが必要です。 

 

2) 研究分担者 

 

ア 研究分担者は、補助事業者であり、研究計画の遂行に関して研究代表者と協力しつつ、補助事業と

しての研究遂行責任を分担して研究活動を行う者のことをいい、分担金の配分を受ける者でなければ

なりません（研究代表者と同一の研究機関に所属する研究分担者であっても、分担金の配分を受けな

ければなりません。）。 

なお、研究期間中に応募資格の喪失などの理由により、研究分担者としての責任を果たせなくなる

ことが見込まれる者は、研究分担者となることを避けてください。 
 

イ 研究分担者は、研究代表者と同様、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録され

ているほか、科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、

平成２７年度に、「その交付の対象としないこと」とされていないことが必要です。 

 

3) 連携研究者 
 

ア 連携研究者は、研究代表者及び研究分担者の責任の下、研究組織の一員として研究計画に参画する

研究者のことをいいます。 

なお、連携研究者は、補助事業者ではないため、分担金を受け主体的に科研費を使用することはで
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きません。 

 

イ 連携研究者は、研究代表者及び研究分担者と同様、e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者

情報が登録されていることが必要です。 

 
※「研究分担者」と「連携研究者」の違いは、科研費制度上の位置付けの違いであって、研究活動にお

ける役割の軽重を表すものではありません。 

 

4) 研究協力者 
 

ア 研究協力者は、研究代表者、研究分担者及び連携研究者以外の者で、研究課題の遂行に当たり、協

力を行う者のことをいいます。 

（例：ポストドクター、リサーチアシスタント（ＲＡ）、日本学術振興会特別研究員（ＤＣ及び研究

従事機関として本会に届け出ている研究機関において応募要件を満たさないＳＰＤ・ＰＤ・Ｒ

ＰＤ）、外国の研究機関に所属する研究者（海外共同研究者）、科学研究費補助金取扱規程第

２条に基づく指定を受けていない企業の研究者、その他技術者や知財専門家等の研究支援を行

う者 等） 

 

イ 研究協力者は、必ずしも e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている必

要はありません。 

 

③ 経費について次の要件を満たしていること。 

 

1) 対象となる経費（直接経費） 

研究計画の遂行に必要な経費（研究成果の取りまとめに必要な経費を含む。）を対象とします。 

※ 研究計画のいずれかの年度において、「設備備品費」、「旅費」又は「人件費・謝金」のいずれかの経費が９０％を超え

る研究計画の場合及びその他の費目で特に大きな割合を占める経費がある研究計画の場合には、当該経費の研究遂行上の必

要性について、研究計画調書に記載しなければなりません。 

 

2) 対象とならない経費 

次の経費は対象となりません。 

   

ア 建物等の施設に関する経費（直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な

据付等のための経費を除く。） 

イ 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

ウ 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金 

エ その他、間接経費（注）を使用することが適切な経費 

 

（注）研究計画の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費（直接経費の３０％に相当する額）であり、研究機関が使用するもので

す。今回、公募を行う研究種目には間接経費が措置される予定ですが、研究代表者は、間接経費を応募書類に記載する必要はあ

りません。 

 

④ 応募に際して、次のとおり審査希望分野を選定すること。 

 

1) 「特別推進研究」に応募する場合 
応募に際しては、研究計画の内容に照らし、審査を希望する分野を「人文・社会系」、「理工系」、

「生物系」から１つ必ず選定してください。なお、「理工系」については、「数物系科学」、「化学」、

「工学」のうちから最も関係が深いと思われる区分を１つ選定してください。 
 

2) 「基盤研究」（審査区分「一般」）、「挑戦的萌芽研究」及び「若手研究（Ａ）」に応募す

る場合 
応募に際しては、研究計画の内容に照らし、審査希望分野の分類表である別表２「平成２７年度科学

研究費助成事業 系・分野・分科・細目表」（以下、「細目表」という。33頁～37 頁参照）から適切な

細目を１つ必ず選定するとともに、別表３「「系・分野・分科・細目表」付表キーワード一覧」（以下、

「キーワード一覧」という。40 頁～59頁参照）より、選定した細目内で最も関連が深いと思われるキー

ワードを１つ必ず選定してください。 

 

- 31 -



 

○「時限付き分科細目」について（「基盤研究（Ｃ）（審査区分「一般」）」における特例） 

基盤研究（Ｃ）（審査区分「一般」）では、学術研究の動向に柔軟に対応するため、公募期間を限っ

て流動的に運用する「時限付き分科細目」を設定しており、「細目表」の別表として設けられている「時

限付き分科細目表」（38 頁～39 頁参照）から審査希望分野として１細目を選定できます。なお、応募

できる研究期間は分野の公募期間にかかわらず、３～５年間となります。 

 

3) 「若手研究（Ｂ）」に応募する場合 
応募に際しては、研究計画の内容に照らし、審査希望分野を示す分類表である「細目表」から適切な

細目を「１つ」又は「２つ（研究計画が新興・融合的で複数の分野での審査を希望する場合）」必ず選

定するとともに、「キーワード一覧」より、選定した細目内で最も関連が深いと思われるキーワードを、

「１つ」の細目を選定した場合には「１つ」、「２つ」の細目を選定した場合には各細目から１つずつ

（計２つ）、それぞれ必ず選定してください。 

 
○「２つ」の細目を選定した研究計画の審査の概要 

・「１つ」の細目を選定した研究計画と同様、２段階の審査を行います。 

・第１段審査は、選定した２細目それぞれに、「若手研究（Ｂ）」の審査を行う第１段審査委員が書面

審査を行います。 

・第２段審査は、第１段審査の審査結果に基づき、「１つ」の細目を選定した研究計画を審査する委員

会とは別の委員会（「２つ」の細目を選定した研究計画のみを審査する４系（総合系、人文・社会系、

理工系、生物系）ごとの委員会又は系を超えて細目を選択した研究計画を審査する委員会）において、

第１段審査委員とは異なる審査委員による合議審査を行います。 

 

4) 「基盤研究」（審査区分「海外学術調査」）に応募する場合  
応募に際しては、次の１７分野のうち、審査を希望する分野を１つ必ず選定してください。また、「細

目表」より、最も関連が深いと思われる細目を１つ必ず選定してください。 

 

 
審 査 希 望 分 野 

人
 

文
 

学
 

① 人文学Ａ   （哲学、文学、言語学、芸術学） 

② 人文学Ｂ   （史学、考古学） 

③ 人文学Ｃ   （人文地理学、文化人類学） 

④ 人文学Ｄ   （地理学、地域研究等 人文学Ａ・Ｂ・Ｃに該当しないもの） 

社 

会 

科 

学 

⑤ 社会科学Ａ  （法学、政治学） 

⑥ 社会科学Ｂ  （経済学、経営学） 

⑦ 社会科学Ｃ  （社会学） 

⑧ 社会科学Ｄ  （心理学、教育学） 

理 

 

工 

⑨ 数物系科学 

⑩ 化学 

⑪ 工学Ａ    （建築学） 

⑫ 工学Ｂ    （工学Ａに該当しないもの） 

生 

 

物 

⑬ 生物学 

⑭ 農学Ａ     （生産環境農学、農芸化学、森林圏科学、境界農学） 

⑮ 農学Ｂ     （社会経済農学、農業工学、動物生命科学、水圏応用科学） 

⑯ 医歯薬学Ａ  （薬学、基礎医学、境界医学、社会医学） 

⑰ 医歯薬学Ｂ  （臨床医学、歯学、看護学等 医歯薬学Ａに該当しないもの） 

 

5) 「基盤研究」（審査区分「特設分野研究」）に応募する場合  
応募に際しては、別表４の６つの分野のうち、審査を希望する分野を１つ必ず選定してください。な

お、各分野の公募を行う期間は、分野設定初年度から３年度目までとし、公募期間初年度に応募可能な

研究期間は３～５年間、公募期間２年度目は３～４年間、公募期間３年度目は３年間となります。 
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（２）平成２７年度科学研究費助成事業 系・分野・分科・細目表の別表 
 

この表は、「系・分野・分科・細目表」本表と併せて基盤研究(Ｃ）（審査区分「一般」）についての

み適用されるものです。各分野の公募期間は公募を行う予定の年度です。応募可能な研究期間は、公募期

間にかかわらず３～５年間となります。 

 

○時限付き分科細目表  

細 目 内        容 
細目 

番号 

公募期間 

（予定） 

宇宙生命科学 

宇宙生命科学は、宇宙環境を利用して生命の起源を探るアストロバイオロジー、地上

とは異なる宇宙環境下で微生物や動植物及びヒトの適応と生存機構を解明する重力生

物学並びに放射線生物学、そして宇宙実験の実施や人類が宇宙へ進出するために必要な

工学、医学、農学諸分野を含む、広範で独創性に富んだ研究領域である。宇宙環境を利

用した宇宙実験により、今日のように多様性に富んだ生命が地球で誕生し、巧みに地球

環境に適応、進化してきたしくみの根幹にせまることができると期待されている。また、

宇宙開発利用の促進、地球外視点での環境保全、宇宙時代の次世代教育等に対応できる

学問分野としては現状で唯一である。本分野の発展に大きく寄与する研究を期待する。 

9053 

平成24年度 

 

～ 

 

平成27年度 

震 災 問 題 と

人文学・社会

科学 

東日本大震災をはじめとする激甚な人的・物的被害をもたらした大震災は、さまざま

な危機を日本社会に与えてきた。それらの危機的な状況を乗り越えていくためには、土

木・建築等の分野を中心に行われてきた大震災による物的環境・インフラ被害の実態把

握と復旧・復興に関する研究だけでなく、社会経済的な被害及びその復旧・復興に関す

る組織的・体系的な研究が不可欠である。研究アプローチの多様性・領域横断性への対

応、研究支援の継続性の維持、対象地域の広域性及び被災地特性の個別性への配慮を担

保しつつ、復興支援さらには将来の減災対策に向けた知的基盤の充実を図るためには、

震災問題をテーマとする人文学・社会科学のさまざまな領域における研究が必要であ

る。 

 本分野は、既存細目では扱いきれない「新たな視点からの研究」をも促進し、「災害

の人文学・社会科学」の体系化に向けた契機となりうる点で、重要性が高い。既存細目

内の課題設定を超えて「震災の被害と復興の全体像」を領域横断的に把握するため、人

文学・社会科学系諸領域での研究促進と知見共有化の契機となる研究を期待する。 

9055 

平成25年度 

 

～ 

 

平成27年度 

 

  

- 38 -



 

細 目 内        容 
細目 

番号 

公募期間 

（予定） 

復 興 農 学 

東日本大震災は、予期せぬ大規模な自然災害からの復旧・復興という社会的ニーズに

対して、従来の細分化された農学研究が迅速かつ総合的に対応できなかったことを教訓

として残した。地震、火山噴火、集中豪雨などの大規模自然災害のみならず、地球規模

の気象変動や地域開発などによる農林水産業の基盤となる森林圏、耕地圏、海洋圏の環

境劣化の進行や、口蹄疫、ＢＳＥ、鳥インフルエンザなどによる感染被害も懸念されて

いる。環境保全と人口扶養を両立させ、人類が発展するためには、農林水産活動の持続

性を担保することが重要となることは言うまでもない。そのために損傷・劣化した農林

水産環境の修復と再生、さらには陸圏と水圏の相互作用に着目した生産手段の開発が必

要であり、また、限られた資源のより有効な利用技術や変動する様々な環境に応じた安

定生産技術の開発が必要となろう。環境指標生物の効率的な利用も環境変動の評価には

必要である。また、地域の生態系における動植物や微生物の多様な機能を探索し利用す

ることも重要なアプローチとなる。本細目では、これらの諸課題を学際的な視点から俯

瞰し、農林水産業の持続的発展に資する要素となり得る研究課題に期待したい。申請課

題の遂行を通して、将来的に農林水産業の復興、再生とさらなる発展が成し得ることに

期待する。具体的な研究例としては以下のようなものがあげられるが、上に述べた視点

に基づいた研究であればこれらに限られるものではない。 

 生態系（森林・流域・農耕地・沿岸・海洋）の相互関係の理解に基づく持続的生産生

態系の構築、陸圏・水圏における環境汚染物質のモニタリングと影響評価（農畜水産物

およびその加工品における汚染物質の移行・蓄積・代謝・作用機構の理解ならびに動態

解析）、汚染物質の簡易分析法の開発や濃縮・除去技術の開発（環境修復・浄化の技術、

微生物・植物を利用したバイオ・ファイトレメディエーションなど）、ストレス耐性を

有する遺伝資源の探索、耐塩性や耐酸性などの耐性作物の育種、廃棄物のバイオマス燃

料への有効利用、人畜・作物を害する外来病原体の侵入予防と制御、緊急時生鮮食料供

給システムの構築など安心安全を担保するフードシステムや食料流通の仕組み、農山

漁村社会のインフラ整備、都市と一次産業のコミュニティー形成、景観デザイン、災

害時のリスクコミュニケーション等、多様な領域の研究課題があげられる。 

9056 

平成25年度 

 

～ 

 

平成27年度 

公 共 政 策 

公共政策の研究は、経済政策、都市政策、防災政策など各種の中央地方の政府による政策

を対象とするが、広い意味での政策は、さらに政策、施策、実施、評価などレベルに分ける

こともできる。日本公共政策学会の過去１５年の報告や学会誌や紀要に掲載された研究論文

では、法学、政治学、経済学系統の諸分野に帰することができるものが多いが、他方、既存

の諸ディシプリンの協力提携が新しい公共政策という研究分野を作り出している部分も観

察できる。たとえば、「法と経済」はディシプリンの協力によって生まれた領域として典型

的な事例である。経済の政治分析をするという「政治経済学」の主張も、少なくとも一時、

世界の政治学の主流であった。経済学を中心に発展した「公共経済学（たとえば、ブキャナ

ン）」は、高いレベルの政治学教育では必須とされている。「公共政策」の文献においては、

その形成過程については政治学の分析の対象であり、政策のアイディアに関しては、経済学、

福祉学、環境学、都市計画学などの諸研究分野において成果が示され、それらの諸政策が実

現するためには政府や自治体の法律、政令、条例など「法」の形式で表現されてはじめて一

般性を得る。また、政策の合法性が問題になるときは、裁判所の判例が分析の対象とされる。

公共政策の名で、いくつかの分野で既存ディシプリンが他のディシプリンを取り込んで社会

科学を拡張させる傾向が見られる。諸社会科学分野の協力提携は、社会科学のそれぞれの分

野の研究水準を高めると共に、新しい研究分野を成立させる可能性があると言えよう。キー

ワードとしては、法と経済、政治経済学、政策評価、都市計画、福祉政策・環境政策などの

諸政策、ガバナンス、ＮＧＯ／ＮＰＯ、公共経済、公共選択、国債・財政赤字、金融とバブ

ル、戦略論、国際公共政策などが考えられる。 

9057 
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別表４ 特設分野研究 
 

この表は、基盤研究（Ｂ・Ｃ）（審査区分「特設分野研究」）についてのみ適用されるものです。 

各分野の公募を行う期間（公募期間）は、分野設定初年度から３年度目までとし、公募期間初年度に

応募可能な研究期間は３～５年間、公募期間２年度目は３～４年間、公募期間３年度目は３年間となり

ます。 
 
○平成２７年度公募において設定する分野 

分 野 内        容 
分野 

番号 
公募期間 

ネオ・ジェロントロジー  

現在、わが国は、65歳以上人口の全人口に占める比率が23％を超えており、世界一の

超高齢社会の様相を呈している。日本が経験するこれからの社会は人類にとって未曾有

であり、日本の抱える課題は、現在、世界の最先端に位置する。 

エイジング（個人の加齢、社会の高齢化）に関する諸問題は、これまで老年学（ジェ

ロントロジー）によって探究されてきた。しかし、65歳以上を一律に高齢者、即ち、衰

えていく者、としてとらえ、研究することには限界も指摘されている。高齢者の実態を

調査すれば、経済的にも、生理的にも、指導力や文化的な存在としても、変わらず存在

を維持している層と、社会的に弱い立場におかれ支援や援助を必要とする層など、いく

つかの層に分かれることが様々な指標によって指摘されている。すなわち、高齢者も一

様ではなく、極めて多様であるとの認識の上で行う基盤的研究である。また、これらの

諸指標間の関連が単なる疑似相関なのか、因果関係を示すものなのか、個別に生じてい

ることなのかといった点については、詳細な学術的検討が待たれる。 

このように、多様な高齢者像の視点に立った「ネオ・ジェロントロジー」ともいうべ

き、新しい研究が、様々な分野で始まっている動向を捉え、本分野を設定した。 

今後さらに進むことが確実視されている高齢者数の増加と社会の高齢化の現実に人

類が適応するためには、社会構造全体における高齢者の役割を再確認し、その再割り当

てを含めて分析する必要があり、高齢者を含む社会の側の変容にも注目されるべきもの

がある。そもそも老いとは何なのかを思想的に問うことも必要である。たとえば、〈老

い〉の豊かさや価値についての歴史的・思想的・比較文化的分析、蓄積された経験が大

きな資産となる暗黙知の伝承の民俗学的・文化人類学的考察、海外の高齢化に関する国

際比較的分析、平均値ではとらえることのできない〈老い〉の個体差に関する心理学的

究明、寿命の延長にともなう男女のライフコースの変化や年齢役割の変化、さらには人

間の終末としての死に対する態度に関する死生学的研究、今後の社会政策が前提とすべ

き高齢社会の構造に関する研究、高齢社会の新たな段階における倫理に関する研究な

ど、また、医学や工学分野においても、多様な高齢者像の視点のもとで、これまでにな

い高齢の構造の解明を企図する他分野との連携に立った研究など、あらゆる分野からの

研究課題を募集する。 

N001 

平成26年度 

 

～ 

 

平成28年度 

連携探索型 

数 理 科 学 

数学は、その抽象性と普遍性により、科学における基盤的地位を有しており、記述言

語としての数学を必須としている分野は、物理学など数多く存在する。一方、既に数学

と密接な結びつきが確立されている分野以外でも、新たな数学的構造が見出される余地

は大きいと考えられる。本分野では、自然現象・生命現象・社会現象・人間の感覚・心

理現象などの複雑な現象や機能の中に潜む数学的構造を発見することを目標とする個

人型研究の申請を募集する。共通の数学構造の発見は、一見無関係に見えた諸問題の関

連性を浮かび上がらせ、既存の細目を超える新しい研究分野を切り開くであろう。その

可能性は無限にある。従って、数理科学とそれ以外の研究分野の研究者が、個人の自由

な発想に基づいて、ボトムアップ的にそのような連携を探索することが重要である。そ

の結果、双方にとって全く予想もしなかった研究展開が生まれ、新たな学問創造のきっ

かけとなることが期待される。そのため、どちらが研究代表者になるにせよ、数理科学

とそれ以外の研究分野の研究者が連携して提案することが望ましい。また、自らの元来

の専門の細目で採択されている研究者が、より野心的な連携研究に乗り出すことも期待

される。あらゆる分野から現行の細目の中で申請することを躊躇するような、新規性、

意外性、革新性のある研究課題を募集する。 

N002 

- 60 -



 

分 野 内        容 
分野 

番号 
公募期間 

食料循環研究 

食料の生産と安定供給とは、人類の生存と繁栄に必須である。人類は、太陽と水と耕

地とを利用して、循環する自然を巧みに使いながら、持続的に再生する食料生産を行っ

てきた。我が国は、太陽にも水にも耕地にも恵まれている。しかし、地球規模での気候

変動の影響、異常気象や自然災害、水資源の枯渇、漁場の変調、水産資源の激減など、

食料生産を困難にする要因の増加が懸念されている。また、人口の急増は、グローバル

にみた食料供給が需要を下回るリスクを増大させている。一方、休耕地の増加などの農

業施策の問題、フードマイレージに象徴される流通や販売におけるエネルギー問題、国

際関係上の食料安全保障の問題など、食料に関わる国際的および社会的な課題も顕在化

してきた。 

 食料は、我が国から動くことのない耕地と水資源などによる安定生産が前提となる。

しかし、今や、食料生産を困難にする要因の研究をはじめ、耕地や水資源の利用、飼料

を含む食料生産の実際と潜在的な生産力に関する学術研究が必要とされている。例をあ

げれば、森林、耕地、河川、湖沼、そして海を一体とした物質循環に関する研究、土壌

の質を確保する水と森林がもたらす有機・無機物質の循環等の研究や、動植物・昆虫・

微生物等の食料生産環境での役割等の研究がある。また、循環からだけでは不足する窒

素をはじめとする肥料の持続的供給手段の開発や、自然の循環を断ち切ってしまう可能

性のある農薬をはじめとする諸要因のフィールドでの複合的研究や、諸分析を実験室に

移した研究等、さらなる研究がある。 

 他方、食料生産と供給にかかわる課題として、食料需給に関わる国際関係や、国内の

法的制度的課題として、耕地権や水利権、農業経営などに関する社会システムの学術的

な研究がある。また、食料の価格維持や生産調整などの政策や、それに関連した備蓄の

方法とそれを管理調整する行政などの課題にも学術的関心が深まっている。 

 以上のことから、食料生産に関わる植物、動物、微生物の生命活動の研究と、それを

育む自然環境を長時間軸での物質循環システムとして捉えなおす農林水産生態学をは

じめとする、自然科学分野および環境学分野と、食料供給システムの実態を研究する社

会科学分野の研究者とが一堂に会することが出来る、新たな分野「食料循環研究」を設

定し、食料生産と供給に関連する、あらゆる分野からの研究課題を募集する。 

N003 

平成26年度 

 

～ 

 

平成28年度 

紛 争 研 究 

近年、様々な分野で紛争の形態が大きく変容していることが、多くの文脈で指摘され

ている。国際政治における紛争は、かつては国家間の暴力的衝突を意味していたが、今

日では、非国家主体が一方の当事者となっているような紛争や、直接の暴力を伴わない

が深刻な打撃を与えることのできるサイバーテロなどが常態化している。国内社会で

は、労使紛争のようなイデオロギーや階級による対立が国家機能を麻痺させることは少

なくなった。一方、世代やジェンダー間の対立は顕著となり、国際的連帯も生まれてい

る。また、20世紀後半に移民や難民を積極的に受け入れた一部の先進諸国では、多文化

主義の主張とこれに対する反動が表出している。さらに、現代の紛争の構図を変化させ

る重要な要因として、テクノロジーの発展がある。例えば、最先端の軍事技術の中には、

戦争をめぐる倫理を根底的に問いかけるものもある。 

現代の紛争は、紛争解決へむけた制度や規範の形成が困難であるという点においても

特徴的である。国際政治では、諸国家の力関係の変化に伴って、西欧に淵源をもつ既存

の国際規範と必ずしも相容れない主張が無視できないようになっている。グローバル化

やSNSの発達による情報伝播は、紛争の当事者意識の拡散を助長し、紛争解決を複雑化

させている。この傾向は、一国内での資源配分や住民自治をめぐるコミュニティ紛争、

さらには組織や家族の中の対人葛藤においても見いだされる。 

特設分野「紛争研究」は、紛争の変化の本質をとらえ、国家やコミュニティ、さらに

は我々のライフスタイルに対する影響を探求する、包括的な知的プラットフォームとし

て設定される。特定のイシューの拡大や技術の進歩、あるいは特定の知識の普及と紛争

との関係に関する実証研究をはじめ、紛争の形態が多様化する中、紛争を回避できる平

和的世界をどのような正義や寛容の状況として思い描けばよいのか、といった規範的問

いの追求、さらには紛争回避や解決のための新しい法制度の模索など、斬新で学際性を

もった研究課題を広く募集する。 

N004 

平成27年度 

 

～ 

 

平成29年度 
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分 野 内        容 
分野 

番号 
公募期間 

遷移状態制御 

結合の切断と生成を伴う化学反応の遷移状態は、系のポテンシャルエネルギー曲面の

鞍点に相当し、化学反応の速度や生成物の選択性を決定する。しかしながら、遷移状態

の解析法は、反応速度の測定や反応中間体の同定といった間接的情報による評価、遷移

状態の理論化学的評価、あるいは超高速分光法による限られた系の遷移状態の計測に限

定されていた。そのような背景の中で近年、化学反応の制御法や物質変換法の模索に物

質科学的アプローチによる新たな視点が加えられている。化学反応の遷移状態を研究の

中心に据え、様々な視点から物質変化の遷移過程を実験と理論の両面から研究すること

が可能となり始めた。これらの学術動向を踏まえて化学反応の遷移状態制御を特設分野

に設定した。 

化学反応機構の研究は、主に比較的単純な有機化学や無機化学反応、さらに酵素反応

における反応速度や生成物の選択性に焦点が当てられ、化学や生物学を中心に発展して

きた。また、化学反応による物質創製はエネルギー、食料、医薬、環境などの問題と密

接に関わるため、工学、薬学、農学などの分野においても重要な課題である。利用価値

の高い反応を開拓するには、様々な基礎的な化学反応、高分子化学反応等の遷移状態制

御とその設計、またその多段階および多成分化学反応や生体関連化学反応への拡張が必

要となる。それにより、化学反応の速度論がより明らかになり、より緩和な条件下での

高効率で高選択的な化学反応が可能になる新しい方法論が構築されるものと期待され

る。このような課題に取り組むためには、化学や生物学の合成化学的あるいは触媒化学

的なアプローチに限らず、遷移状態を解明するための理論や計測科学を含む多分野から

の複合的なアプローチが不可欠である。本分野では、これまで重要と考えられながら、

従来の細目の中では個別性の高い課題であった「化学反応の遷移状態制御」を取り上げ、

既存の学問境界を超え、個人の自由な発想に基づく、創造的で、新規性、独自性の高い

提案を募集する。 

N005 

平成27年度 

 

～ 

 

平成29年度 

構 成 的 シ ス 

テム生物学 

現代生物学の研究は、物質レベルで生物の構成要素を明らかにし、それらの分子間相

互作用から生まれる機能を明らかにするという要素還元的アプローチが主流である。そ

の結果、ゲノム情報や細胞を構成する分子とその機能に関する多くの知識が蓄積されて

きた。さらに、生物をシステムとしてとらえ、構成する要素間の相互作用がもたらすダ

イナミクス、制御ネットワークの解明をめざすシステム生物学が展開された。また、諸

要素を統合し再構成することで生物を理解しようとする統合生物学が提案されている。

一方、「生命とは何か」という問いのなかで、自発的秩序形成の仕組みや自己組織化に

よる形態および機能形成の仕組みについての研究は、未だ不十分である。本特設分野で

設定する構成的システム生物学は、生物の持つ細胞、器官、多細胞体などを創成する仕

組みや原理を解明するところに特徴がある。要素還元的アプローチだけでは困難な、創

成の仕組みを解明するには、既存の分野にとらわれない自由な着想と検証可能な仮説と

その実証のための方法の開発を含めた新しい課題設定が望まれる。そして、細胞や個体

形成の素過程や、細胞間、個体間それぞれの相互作用をはじめ、生物を構成する自然法

則を明らかにし、生物が如何に創成されているかを構成的アプローチによってシステム

として解明する意欲的な研究を募集する。 

構成的システム生物学は、単に「生物に類似した機能を創出する」こと自体が目的で

はなく、「生物やその部分の創成の仕組みや原理の研究」および「生物の新たな特性の

発見」を重視する。生物を構築する構成要素の同定や生物に類似した機能の創出自体を

目的とする研究は該当しない。 

N006 
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Ⅳ 既に採択されている方へ 

 

１．平成２７年度に継続が予定されている研究課題（以下、「継続研究課題」という。）の取扱い

について 
継続研究課題については、応募書類の提出は必要ありませんが、科研費の交付を受けるためには、交付

内定通知受領後、交付申請書等の必要書類を作成し、提出する必要があります。また、原則として、継続

研究課題を辞退して新しい研究課題を応募することは認めませんが、研究種目により以下のような取扱い

となりますのでご確認ください。 
 

① 特別推進研究 

 

(1) 研究計画の大幅な変更を行おうとする場合    
研究計画の大幅な変更を行おうとする場合には、応募書類（研究計画調書）を提出しなければなり

ません。応募手続については、「応募書類（研究計画調書）の作成・応募方法等」（27頁参照）と同

様となりますので、確認してください。なお、研究計画調書の作成に当たり、審査希望分野について

は、採択時と同じ分野を選択してください。 

また、この場合、改めて審査を行うことになるため、変更が認められず、平成２７年度以降の交付予

定額を交付しないことがあります。 

なお、研究計画の大幅な変更とは、具体的に①研究目的の変更・研究課題名の変更、②平成２７年度

以降交付予定の研究経費の年次計画の変更（調整金を使用した研究経費の年次計画の変更を除く。）、

③研究経費の増額・減額、研究期間の短縮等であり、該当するかどうかについては、事前に研究事業

部研究助成第二課へ相談してください（94 頁「問い合わせ先等」を参照してください。）。 

 

② 特別推進研究以外の研究種目 
 

(1) 研究計画の大幅な変更を行おうとする場合 
研究計画の大幅な変更を行おうとする場合には、応募書類（研究計画調書）を提出しなければなり

ません。応募手続については、「応募書類（研究計画調書）の作成・応募方法等」（27頁参照）を確

認してください。なお、継続研究課題の増額応募については原則として認めません。 

また、科研費（基金分）、科研費（一部基金分）の助成金及び調整金を使用した科研費（補助金分）

の研究課題については、研究の必要に応じて研究経費の年次計画の変更を行うことが可能ですので、

平成２７年度以降交付予定の研究経費の年次計画の変更は、研究計画の大幅な変更に該当しません。

研究計画の大幅な変更を行おうとする場合、改めて審査を行うことになるため、変更が認められず、

平成２７年度以降の交付予定額を交付しないことがありますので、該当するかどうかについては、事

前に研究事業部研究助成第一課へ相談してください。（94頁「問い合わせ先等」を参照してください。） 
 

(2) 研究が予想以上に進展し、継続研究課題の当初の到達目標を既に達成した場合 
研究が予想以上に進展し、継続研究課題の当初の到達目標を既に達成したため、研究種目を変えて

更なる研究発展を目指す場合（※）は、平成２６年１０月２４日（金）（必着）までに当該研究課題

の補助事業完了届及び完了理由書（別冊 応募書類の様式・記入要領参照）を提出した上で、新しい

研究課題を応募することができます。 

なお、理由書の内容について、新たな応募研究課題の審査会において不適切と判断された場合には、

応募された新たな研究課題は審査の対象外となり、この場合であっても、既に完了した継続研究課題

の平成２７年度以降の科研費の交付を求めることはできませんので注意してください。 

 

※ 「研究種目を変えて更なる研究発展を目指す場合」とは、「基盤研究（Ｃ）（一般）」から「基盤

研究（Ｂ）（一般）」へ変更する場合などですが、「基盤研究（Ａ）（一般）」から「基盤研究（Ａ）

（海外学術調査）」など、審査区分のみを変更する場合も含みます。 
 

２．研究成果報告書の未提出者が研究代表者となっている継続研究課題の取扱いについて 
新規研究課題と同様、研究期間終了後に研究成果報告書を理由なく提出しない研究者については、科研

費の交付等を行いません。また、当該研究者が交付を受けていた科研費の交付決定の取消及び返還命令を

行うことがあります。 

さらに、研究成果報告書の提出が予定されている者が理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、

提出予定年度に実施している他の科研費の執行停止を求めることとなります。 
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Ⅴ 研究機関の方へ 

 

１ 「研究機関」としてあらかじめ行っていただくべきこと 

 

(1) 「研究機関」としての要件と指定・変更の手続 
研究者が、科研費に応募するためには、「研究機関」に所属していることが必要です。 

ここでいう「研究機関」として、科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条では、 

1)大学及び大学共同利用機関 

2)文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの 

3)高等専門学校 

4)文部科学大臣が指定する機関（注） 

という４類型が定められています。 

 

  （注）1)から 3)に該当しない機関が、研究機関となるためには、まず、文部科学大臣の指定を受ける必要

がありますので、事前に文部科学省研究振興局学術研究助成課にご相談ください。 

        また、文部科学大臣の指定を受け、既に研究機関として認められている機関が、次の事項のいずれ

かについて変更等を予定している場合には、その内容を速やかに文部科学省研究振興局学術研究助成

課に届け出てください。 

     ① 研究機関の廃止又は解散 

    ② 研究機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 

     ③ 研究機関の設置の目的、業務の内容、内部組織を定めた法令、条例、寄附行為その他の規約に関

する事項 

 

また、所属する研究者が科研費による研究活動を行うためには、研究機関は、以下の要件を満たさなけ

ればなりませんのでご留意ください。 

＜要件＞ 

①科研費が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること 

②科研費が交付された場合に、機関として科研費の管理を行うこと 

 

(2） 所属する研究者の応募資格の確認 

科研費に応募しようとする研究者は、下記①及び②を満たさなければなりませんので、研究機関におい

て十分に確認をしていただく必要があります。 

平成２６年度公募から、日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）が研究従事機関として本

会に届け出ている研究機関において下記の応募要件を満たす場合には、特別研究員奨励費以外の一部研究

種目にも応募が可能となっています。（「重複制限一覧表」参照）応募の際には、特別研究員としての採

用期間を超える形での応募を認めないといった運用を行わないようにしてください。 

なお、日本学術振興会特別研究員（ＤＣ）及び外国人特別研究員、大学院生等の学生は、その所属する

研究機関又は他の研究機関において研究活動を行うことを職務として付与される場合であっても、応募す

ることができませんのでご注意ください。 
 

科研費に応募しようとする研究者が満たさなければならない応募資格（15頁参照） 

① 応募時点において所属する研究機関から、次のア、イ及びウの要件を満たす研究者であると認められ、

e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者であること 

 

＜要件＞ 

ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者（有給・無給、常勤

・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動そのものを主たる職務とすること

を要しない。）であること 

イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること（研究の補助のみに従事している場合は除く。） 

ウ 大学院生等の学生でないこと（ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に

就いている者（例：大学教員や企業等の研究者など）で、学生の身分も有する場合を除く。） 

 

② 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、平成２７年度に、

「その交付の対象としないこと」とされていないこと 
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科研費被雇用者は、通常、雇用契約等において雇用元の業務に専念する必要があります。このため、雇

用元の業務に充てるべき勤務時間を前提として自ら科研費に応募することは認められません。 

ただし、雇用元の業務以外の時間を明確にし、かつ、その時間をもって自ら主体的に科研費の研究を行

おうとする場合には、次の点が研究機関において確認されていれば科研費に応募することが可能です。こ

の場合には、研究代表者として応募することができるほか、研究分担者及び連携研究者等になることもで

きます。 

 

・ 科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に自ら主体的に研究を行うことができる旨を雇用契約等で定

められていること 

・ 雇用元の業務と自ら主体的に行う研究に関する業務について、勤務時間やエフォートによって明確

に区分されていること 

・ 雇用元の業務以外の時間であって、自ら主体的に行おうとする研究に充てることができる時間が十

分確保されていること 

 

(3） 研究者情報の登録（e-Rad） 

応募しようとする研究代表者のほか、研究組織を構成する研究分担者及び連携研究者は、e-Radに「科

研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている者でなければなりません。 

応募に当たって必要な研究者情報の登録（更新）は、所属研究機関の担当者が e-Radを利用し、手続を

行うこととしています。（既に登録されている者であっても登録内容（「所属」、「職」等）に修正すべ

き事項がある場合には正しい情報に更新する必要があります。） 

具体的な登録方法については、e-Radの「所属研究機関用マニュアル（研究機関事務代表者用、研究機

関事務分担者用）」を確認してください。 

なお、e-Rad による研究者情報の登録については、登録期間（期限）を設けていませんので、随時可能

となっています。 
 

ただし、応募書類提出期限より後に研究計画調書の提出（送信）があっても受理しませんので、時間に

十分余裕を持って提出（送信）できるよう、早めに研究者情報の登録（更新）を完了するようにしてくだ

さい。 

本手続については、応募に当たって研究機関内での取りまとめに支障を来さないよう、研究機関が行う

重要手続の一つとして位置付け、諸手続（研究機関内での周知等も含む。）を行うようにしてください。 
 

（参考）「研究活動スタート支援」について 

「研究活動スタート支援」は、研究機関に採用されたばかりの研究者や育児休業等から復帰する研究者など、今回の公募に応募で

きない者を支援するものです。 

この研究種目の平成２７年度公募は、平成２７年３月に予定しており、その応募要件は、 

① 文部科学省及び日本学術振興会が平成２６年９月に公募を行う研究種目（※）の応募締切日（平成２６年１１月１０日）の翌日

以降に科学研究費助成事業の応募資格を得たため、当該研究種目に応募できなかった者 

 

② 平成２６年度に産前産後の休暇又は育児休業を取得していたため、文部科学省及び日本学術振興会が平成２６年９月に公募を行 

う研究種目（※）に応募できなかった者 

 

とする予定です。（詳細は、平成２７年３月の公募要領を確認してください。） 

e-Rad への研究者情報の登録等は研究機関が行うこととしていますので、上記①の対象となる可能性がある研究者情報の登録等に

当たっては、注意してください。 

 

（※）平成２７年度科研費のうち「新学術領域研究」、「特別推進研究」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研究」及び「若手研究」のこ

とをいいます。 

（注）日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）が研究従事機関として本会に届け出ている研究機関において応募資格を付

与された場合であっても、研究活動スタート支援への応募は認められません。 

 

(4)  研究機関に所属している研究者についてのＩＤ・パスワードの確認 

研究者が科研費に応募するには、e-Rad のＩＤ・パスワードにより電子申請システムにアクセスして手

続を行う必要があるため、研究者は e-Rad のＩＤ・パスワードを保有していなければなりません。 

このため、研究機関は、応募を予定している研究者について、その有無を確認していただく必要があり

ます。 

研究機関は、応募を予定している研究者でＩＤ・パスワードを有していない者がいる場合には、次の手

順でＩＤ・パスワードを付与してください。 

① 研究者にＩＤ・パスワードを付与するためには、研究機関は、研究機関用のＩＤ・パスワードを有

していることが必要です。これらを取得していない場合には、まず、e-Rad ポータルサイトより登録様
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式をダウンロードし、書面により登録申請を行ってください。 

なお、登録申請から「研究機関用のＩＤ・パスワード」が到着するまで、２週間程度かかります。 

※１ e-Rad のＩＤ・パスワードの取得については、e-Rad ホームページ「システム利用に当たっての

事前準備」（http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html）で確認してください。 

※２ 既に e-RadのＩＤ・パスワードを取得している研究機関は、再度取得する必要はありません。 

※３ 取得したＩＤ・パスワードは、科研費のすべての研究種目共通で使用することができますので、

研究種目ごとに取得する必要はありません。 

 

② 研究機関用のＩＤ・パスワードを取得後、研究代表者として応募を予定している研究者に対し、研

究機関においてＩＤ・パスワードを付与してください。各研究者のＩＤ・パスワードは、e-Rad に研究

者情報を登録することにより発行されます。具体的な付与の方法については、e-Radの「所属研究機関

用マニュアル（研究機関事務代表者用、研究機関事務分担者用「２．研究者情報管理」）」を確認し

てください。 

※１ ログインＩＤ、パスワードの付与の際には、決して他者に漏えいすることが無いよう厳格な管

理をするよう研究者に周知してください。 

※２ 一度付与した研究者のＩＤ・パスワードは研究機関を異動しても使用可能です。 

※３ e-Rad の操作マニュアルは、必ず最新版を取得して利用してください。 

 

(5）「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整

備等自己評価チェックリスト」の提出 

科研費に応募する研究機関については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）」（平成２６年２月１８日改正）（以下、「ガイドライン」という。）の内容について遵守する

必要があり、公的研究費の管理・監査体制を整備し、その実施状況等を報告しなければなりません。 

したがって、「今回科研費に応募する研究代表者又は研究分担者が所属する研究機関」及び「平成２７

年度も科研費の継続課題の研究代表者又は研究分担者が所属する予定の研究機関」については、ガイドラ

インに基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」を平成２６年１０月７日（火）までに e-Rad を使用

して文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に提出してください。提出がない場合には、電子

申請システム上で、当該研究機関に所属する研究者の応募が認められませんので注意してください（「体

制整備等自己評価チェックリスト」が提出されても、所属する研究者が科研費への応募ができるようにな

るまで１週間程度の時間を要します。）。 

平成２６年４月以降に、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金

等の応募の際に、e-Radを使用して既に同チェックリストを提出している場合には、改めて提出する必要

はありません。 

e-Rad を使用したチェックリストの提出方法や様式等については、文部科学省ホームページ「「研究機

関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェッ

クリスト」様式ファイルについて」（http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm）で確

認してください。また、別途、文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室から、平成２６年８月

８日付けで各研究機関（e-Radに登録された事務代表者のメールアドレス）宛に電子メールで通知されて

います（通知は下記の問い合わせ先のホームページにも掲載されています。）。 

なお、ガイドラインにおいて「情報発信・共有化の推進」の観点を盛り込んでいるため、本チェックリ

ストについても研究機関のホームページ等に掲載し、積極的な情報発信を行っていただくようお願いしま

す。 
 

（注）e-Radの使用に当たっては、研究機関用のＩＤ・パスワードが必要になります。 

 
＜問い合わせ先＞ 

（ガイドラインの様式・提出等について） 

文部科学省 研究振興局 振興企画課 競争的資金調整室 

e-mail: kenkyuhi@mext.go.jp 

ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm 
 

（e-Radへの研究機関登録について） 

府省共通研究開発管理システム ヘルプデスク 

電話：0120-066-877（フリーダイヤル） 

受付時間：9：00～18：00 

※ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29 日～1月 3 日）を除く 
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ＵＲＬ：http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 

 

 (e-Radの利用可能時間帯) 

（月～日）0:00～24:00（24時間 365日稼働） 

ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、

ポータルサイトにて予めお知らせします。 

 

(6)  研究成果報告書の提出について 

研究成果報告書は、研究者が所属する研究機関が取りまとめて提出することとしています。研究期間終

了後に研究成果報告書を理由なく提出しない場合には、以下のとおり取り扱うことがありますので、研究

機関の代表者の責任において、研究成果報告書を必ず提出してください。 

 

・ 研究期間終了後に研究成果報告書を理由なく提出しない研究者については、科研費の交付等を行い

ません。また、当該研究者が交付を受けていた科研費の交付決定の取消及び返還命令を行うことがあ

るほか、当該研究者が所属していた研究機関の名称等の情報を公表する場合があります。 

さらに、研究成果報告書の提出が予定されている者が研究成果報告書を理由なく提出しない場合に

は、当該研究者の提出予定年度に実施している他の科研費の執行停止を求めることとなります。 

 

(7)  公募要領の内容の周知 

公募要領の内容については、あらかじめ広く研究機関内の研究者の皆様に対してその内容を周知してく

ださい。特に、記載事項や応募書類の提出期限などについては、誤解の無いように周知をお願いします。 

なお、公募要領については、日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ

（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）でもご覧いただけますので、ご利用ください。 

 

 

２ 応募書類（研究計画調書）の提出に当たって確認していただくべきこと 

 

研究計画調書については、それぞれの研究機関ごとに内容を確認し、日本学術振興会へ提出していただくこ

ととしています。その際、次の点には特に注意してください。 

 

(1） 応募資格の確認 

研究計画調書に記載された研究代表者、研究分担者及び連携研究者が、この公募要領に定める要件(15

頁参照)を満たす者であるとともに、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されてい

るか確認してください。 

なお、その際、科研費の不正使用等に伴い科研費の交付対象から除外されている者でないことについて

も必ず確認してください。 

 

(2） 研究者情報登録の確認（e-Rad） 

応募に当たって必要な研究者情報の登録（更新）は、所属研究機関の担当者が e-Radを利用し、手続を

行うこととしています。 

既に登録されている者であっても登録内容（「所属」、「職」等）に修正すべき事項がある場合には正

しい情報に更新する必要がありますので、十分確認してください。 

 

(3） 研究代表者への確認 

研究計画調書に記載された研究代表者、研究分担者及び連携研究者が、この公募要領に定める「Ⅱ 公

募の内容」を確認した上で研究計画調書を作成していることを確認してください。 

 

(4)  研究分担者承諾書の確認 

研究代表者が作成した研究計画調書に記載されている研究分担者について、研究代表者が徴した研究分

担者承諾書を確認してください。 

 

(5） 応募書類の確認 

応募書類は、所定の様式と同一規格であるか確認してください。 

なお、各研究種目の応募書類の様式等は次頁のとおりです。 
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研究種目 

研究計画調書 

前半 後半 

応募情報（Ｗｅｂ入力項目） 応募内容ファイルの様式 

特別推進研究（新規) （英語版） 

電子申請システムに入力 

Ｓ－１－１（１） 

 （日本語版） Ｓ－１－１（２） 

特別推進研究（継続） Ｓ－１－２ 

基盤研究（Ｓ） Ｓ－１－６ 

基盤研究（Ａ）審査区分「一般」に係るもの Ｓ－１－７ 

審査区分「海外学術調査」に係るもの Ｓ－１－９
 

基盤研究（Ｂ）審査区分「一般」に係るもの Ｓ－１－７ 

審査区分「海外学術調査」に係るもの Ｓ－１－９
 

審査区分「特設分野研究」に係るもの Ｔ－１－１
 

基盤研究（Ｃ）審査区分「一般」に係るもの Ｓ－１－８ 

審査区分「特設分野研究」に係るもの Ｔ－１－２ 

挑戦的萌芽研究 Ｓ－１－１０ 

若手研究（Ａ） Ｓ－１－１２ 

若手研究（Ｂ） Ｓ－１－１３ 

継続研究課題 

（研究計画の大幅な変更を伴う場合） 
Ｓ－１－１４
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３ 応募書類（研究計画調書）の提出等 

 

(1) e-RadのＩＤ・パスワードにより電子申請システムにアクセスし、研究代表者が作成した研究計画調書

（ＰＤＦファイル）の情報を取得し、その内容等について確認してください。 

(2) 内容等に不備のないすべての研究計画調書（ＰＤＦファイル）について承認処理を行ってください（日

本学術振興会に研究計画調書（ＰＤＦファイル）を提出（送信）したことになります。）。なお、研究

機関により承認処理が行われた各計画研究の研究計画調書（ＰＤＦファイル）については修正等を行う

ことはできません。 

 【研究計画調書の提出（送信）期限】 

    平成２６年１１月１０日（月）午後４時３０分（厳守） 

     ※上記の期限より後に提出（送信）があっても受理しませんので、時間に十分余裕を持って提出 

    （送信）してください。 

    ※応募書類の提出（送信）後に、研究計画調書等の訂正、再提出等を行うことはできません。 

(3) e-Radで使用するＩＤ・パスワードは個人を確認するものであることから、その取扱い、管理について

も十分留意の上、応募の手続を行ってください。 

なお、電子申請手続の概要は以下のとおりですが、その詳細は、電子申請システムの「操作手引」を参

照してください。 

 

電子申請手続の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応募者（研究代表者）の所属する研究機関の担当者】 

１ 応募者の所属研究機関担当者は、応募者に e-RadのＩＤ・パスワードを発行する。 

 

【応募者（研究代表者）】 

２－① 応募者は受領したＩＤ・パスワードで電子申請システムにアクセスし、応募情報（Ｗｅｂ入力項目）を入力、

応募内容ファイル（添付ファイル項目）をアップロードすることで、研究計画調書（ＰＤＦファイル）を作成する。 

２－② 応募者は、作成した研究計画調書（ＰＤＦファイル）に不備がなければ、完了・提出操作を行うことで所属研

究機関担当者に研究計画調書（ＰＤＦファイル）を提出（送信）したことになる。 

 

【応募者（研究代表者）の所属する研究機関の担当者】 

３ 応募者の所属研究機関担当者が研究計画調書（ＰＤＦファイル）を承認することで、日本学術振興会に提出（送信）

される。 

なお、応募者の提出した研究計画調書（ＰＤＦファイル）の不備又はその他の事由により承認しない場合は、却下

し応募者に修正を依頼する。 

１

２－①

２－② ３

- 69 -



 

（参考１）審査等  

 

１ 審査の方法等 

 

科研費の審査は、応募書類（研究計画調書）に基づき、日本学術振興会科学研究費委員会で行います。また、

審査は非公開で行われ、提出された研究計画調書は返却しません。 

「評価ルール」（「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」（以下、「審査及び評価に関

する規程」という。））は、日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ

（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）に掲載しています。 

（平成２７年度に係る「審査及び評価に関する規程」については、10月上旬に本会ホームページにおいて公開

する予定です。） 

 

 

 

２ 審査結果の通知 

 

 (1)  特別推進研究 

① ヒアリング研究課題の選定結果については、文書で通知します。（３月予定） 

② 審査結果に基づく採択、不採択については、研究機関に文書で通知します。（４月下旬予定） 

③ 採択された研究課題の研究代表者に対して、審査結果の所見及び審査状況の総括を通知するととも

に、審査結果の所見の概要を一般に公開する予定です。また、採択されなかった研究代表者には、審

査結果の所見及び審査状況の総括に加え、審査を行った研究課題の中におけるおおよその順位を通知

する予定です。 
 

 

 (2)  基盤研究（Ｓ） 
① ヒアリング研究課題の選定結果については、文書で通知します。（３月予定） 

② 審査結果に基づく採択、不採択については、研究機関に文書で通知します。（５月下旬予定） 

③ 採択された研究課題の研究代表者に対して、審査結果の所見及び審査状況の総括を通知するととも

に、審査結果の所見の概要を一般に公開する予定です。また、採択されなかった場合における第１段

審査（書面審査）の結果の開示を希望する者には、細目（分野）におけるおおよその順位、各評定要

素に係る審査委員の素点（平均点）及び「定型所見」について、電子申請システムにより開示する予

定です。さらに、ヒアリング研究課題の研究代表者で、採択されなかった場合は、上記に加え、「審

査結果の所見」を開示する予定です。 
 

 

 (3)  基盤研究（Ｂ・Ｃ）（審査区分「特設分野研究」） 
① 審査結果に基づく採択、不採択については、研究機関に文書で通知します。（７月下旬予定） 

② 採択されなかった場合における書面審査の結果の開示を希望する者には、分野におけるおおよその

順位等を電子申請システムにより開示する予定です。さらに、合議審査対象課題の研究代表者で、採

択されなかった場合は、上記と併せて、「審査結果の所見」を開示する予定です。 
 

 

 (4)  特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、基盤研究（Ｂ・Ｃ）（審査区分「特設分野研究」）以外の

研究種目 

① 審査結果に基づく採択、不採択については、研究機関に文書で通知します。（４月上旬予定） 

②  採択されなかった場合における第１段審査（書面審査）の結果の開示を希望する者には、細目（分

野）におけるおおよその順位、各評定要素に係る審査委員の素点（平均点）及び「定型所見」につい

て、電子申請システムにより開示する予定です。 
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（参考２）科学研究費補助金取扱規程

昭和40年3月30日

文部省告示第110号

改正 昭43文告309・昭56文告159・昭60文告127・昭61文告156・平10文告35・

平11文告114・平12文告181・平13文告72・平13文告133・平14文告123・平15文告149・

平16文告68・平16文告134・平17文告1・平18文告37・平19文告45・平20文告64・

平22文告177・平23文告93・平24文告143・平25文告31

科学研究費補助金取扱規程を次のように定める。

科学研究費補助金取扱規程

（趣旨）

第１条 科学研究費補助金の取扱については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和30年法律第179号。以下「法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）に定めるもののほか、この規程の定める

ところによる。

（定義）

第２条 この規程において「研究機関」とは、学術研究を行う機関であつて、次に掲げるも

のをいう。

一 大学及び大学共同利用機関（別に定めるところにより文部科学大臣が指定する大学共

同利用機関法人が設置する大学共同利用機関にあつては、当該大学共同利用機関法人と

する。）

二 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの

三 高等専門学校

四 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立され

た法人若しくは当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他

の機関（国内に設置されるものに限る。）又は一般社団法人若しくは一般財団法人のう

ち学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するもの

２ この規程において「研究代表者」とは、科学研究費補助金の交付の対象となる事業にお

いて、法第２条第３項に規定する補助事業者等（以下「補助事業者」という。）として当

該事業の遂行に責任を負う研究者をいう。

３ この規程において「研究分担者」とは、科学研究費補助金の交付の対象となる事業のう

ち二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行うものにおいて、補助事業者と

して研究代表者と共同して当該事業を行う研究者をいう。

４ この規程において「連携研究者」とは、科学研究費補助金の交付の対象となる事業にお

いて、研究代表者又は研究分担者の監督の下に当該研究代表者又は研究分担者と連携して

研究に参画する研究者をいう。

５ この規程において「研究協力者」とは、研究代表者及び研究分担者並びに連携研究者以

外の者で、科学研究費補助金の交付の対象となる事業において研究への協力を行う者をい

う。
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６ この規程において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による科学研究費補助金

の他の用途への使用又は科学研究費補助金の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件

に違反した使用をいう。

７ この規程において「不正行為」とは、科学研究費補助金の交付の対象となつた事業にお

いて発表された研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等のねつ造、改ざん又

は盗用をいう。

８ 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人（以下この項において「会社等」と

いう。）が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる事業としている会社等であつて、

学術の振興に寄与する研究を行う者が所属するもの（第１項第１号、第３号及び第４号に

掲げるものを除く。）のうち、別に定めるところにより文部科学大臣が指定するものは、

同項の研究機関とみなす。

（科学研究費補助金の交付の対象）

第３条 科学研究費補助金は、次の各号に掲げる事業に交付するものとする。

一 学術上重要な基礎的研究（応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。）であつ

て、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、か

つ、当該研究機関の研究活動に実際に従事している研究者（日本学術振興会特別研究員

を含む。）が一人で行う事業若しくは二人以上の研究者が同一の研究課題について共同

して行う事業（研究者の所属する研究機関の活動として行うものであり、かつ、研究機

関において科学研究費補助金の管理を行うものに限る。）又は教育的若しくは社会的意

義を有する研究であつて、研究者が一人で行う事業（以下「科学研究」という。）

二 学術研究の成果の公開で、個人又は学術団体が行う事業（以下「研究成果の公開」と

いう。）

三 その他文部科学大臣が別に定める学術研究に係る事業

２ 独立行政法人日本学術振興会法（平成14年法律第159号。以下「振興会法」という。）第

15条第１号の規定に基づき独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が行

う業務に対して、文部科学大臣が別に定めるところにより科学研究費補助金を交付する。

（科学研究費補助金を交付しない事業）

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者（学術団体を含む。以下この条にお

いて同じ。）が行う事業については、それぞれ当該各号に定める期間、科学研究費補助金

を交付しない。

一 法第17条第1項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取り消された事業（「以

下「交付決定取消事業」という。）において科学研究費補助金の不正使用を行つた者

法第18条第１項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還の命

令があつた年度の翌年度以降１年以上１０年以内の間で当該不正使用の内容等を勘案し

て相当と認められる期間

二 前号に掲げる者と科学研究費補助金の不正使用を共謀した者 同号の規定により同号

に掲げる者が行う事業について科学研究費補助金を交付しないこととされる期間と同一

の期間

三 交付決定取消事業において法第11条第１項の規定に違反した補助事業者（前２号に該

当する者を除く。） 法第18条第１項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研

究費補助金の返還の命令があつた年度の翌年度以降１年以上２年以内の間で当該違反の

内容等を勘案し相当と認められる期間

四 偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者又は当該偽りその他
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不正の手段の使用を共謀した者 当該科学研究費補助金の返還の命令があつた年度の翌

年度以降５年間

五 不正行為があつたと認定された者（当該不正行為があつたと認定された研究成果に係

る研究論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。以下この条に

おいて同じ。） 当該不正行為があつたと認定された年度の翌年度以降１年以上10年以

内の間で当該不正行為の内容等を勘案して科学技術・学術審議会において相当と認めら

れる期間

２ 前条の規定にかかわらず、振興会法第18条第１項に規定する学術研究助成基金を財源と

して振興会が支給する助成金（以下「基金助成金」という。）を一定期間交付しないこと

とされた次の各号に掲げる者が行う事業については、基金助成金を交付しないとされた期

間、科学研究費補助金を交付しない。

一 基金助成金の不正使用を行った者

二 基金助成金の不正使用を共謀した者

三 振興会法第17条第２項の規定により準用される法第11条第１項の規定に違反した補助

事業者（前２号に該当する者を除く）

四 偽りその他の不正の手段により基金助成金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正

の手段の使用を共謀した者

五 基金助成金による事業において不正行為があったと認定された者

３ 前条の規定にかかわらず、国又は独立行政法人が交付する給付金であつて、文部科学大

臣が別に定めるもの（以下この条において「特定給付金」という。）を一定期間交付しな

いこととされた次の各号に掲げる者が行う事業については、文部科学大臣が別に定める期

間、科学研究費補助金を交付しない。

一 特定給付金の他の用途への使用をした者又は当該他の用途への使用を共謀した者

二 特定給付金の交付の対象となる事業に関して、特定給付金の交付の決定の内容又はこ

れに附した条件その他法令又はこれに基づく国の機関若しくは独立行政法人の長の処分

に違反した者

三 偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の

手段の使用を共謀した者

四 特定給付金による事業において不正行為があつたと認定された者

（補助金の交付申請者）

第５条 第３条第１項第１号及び第２号に係る科学研究費補助金（同条第２項に係るものを

除く。以下「補助金」という。）の交付の申請をすることができる者は、次のとおりとす

る。

一 科学研究に係る補助金にあつては、科学研究を行う研究者の代表者

二 研究成果の公開に係る補助金にあつては、研究成果の公開を行う個人又は学術団体の

代表者

（計画調書）

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ科学研究又は研究成果の公開

（以下「科学研究等」という。）に関する計画調書を別に定める様式により文部科学大臣

に提出するものとする。

２ 前項の計画調書の提出期間については、毎年文部科学大臣が公表する。
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（交付の決定）

第７条 文部科学大臣は、前条第１項の計画調書に基づいて、補助金を交付しようとする者

及び交付しようとする予定額（以下「交付予定額」という。）を定め、その者に対し、あ

らかじめ交付予定額を通知するものとする。

２ 文部科学大臣は、補助金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当たつては、

文部科学大臣に提出された計画調書について、科学技術・学術審議会の意見を聴くものと

する。

第８条 前条第１項の通知を受けた者が補助金の交付の申請をしようとするときは、文部科

学大臣の指示する時期までに、別に定める様式による交付申請書を文部科学大臣に提出し

なければならない。

２ 文部科学大臣は、前項の交付申請書に基づいて、交付の決定を行い、その決定の内容及

びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものと

する。

（科学研究等の変更）

第９条 補助金の交付を受けた者が、科学研究等の内容及び経費の配分の変更（文部科学大

臣が別に定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ文部科学大臣の

承認を得なければならない。

（補助金の使用制限）

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金を科学研究等に必要な経費にのみ使用しなけれ

ばならない。

（実績報告書）

第11条 補助金の交付を受けた者は、科学研究等を完了したときは、すみやかに別に定める

様式による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。補助金の交付の決定に

係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

２ 前項の実績報告書には、補助金により購入した設備、備品又は図書（以下「設備等」と

いう。）がある場合にあつては、別に定める様式による購入設備等明細書を添付しなけれ

ばならない。

３ 第１項後段の規定による実績報告書には、翌年度に行う科学研究等に関する計画を記載

した書面を添付しなければならない。

（補助金の額の確定）

第12条 文部科学大臣は、前条第１項前段の規定による実績報告書の提出を受けた場合にお

いては、その実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、科学研究等の成果が補

助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補

助金の額を確定し、補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

（研究成果報告書）

第13条 補助金の交付を受けた者は、文部科学大臣の定める時期までに、文部科学大臣の定

めるところにより、第６条第１項の計画調書上の計画に基づいて実施した事業の成果につ

いて取りまとめた報告書（以下「研究成果報告書」という。）を文部科学大臣に提出しな

ければならない。
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２ 前項の文部科学大臣の定める時期までに研究成果報告書を提出しなかつた者が、さらに

文部科学大臣が別に指示する時期までに特段の理由なく研究成果報告書を提出しない場合

には、文部科学大臣は、第７条第１項の規定にかかわらず、この者に対して交付予定額を

通知しないものとする。第３条第２項に係る科学研究費補助金又は基金助成金の研究成果

報告書を、振興会の指示する時期までに提出しない場合についても同様とする。

３ 前項の規定により交付予定額を通知しないこととされた者が、その後、文部科学大臣又

は振興会が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出したときは、文部科学大臣は、

第７条第１項の規定に基づき、交付予定額を通知するものとする。

（帳簿等の整理保管）

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書

類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管

しておかなければならない。

（経理の調査）

第15条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、そ

の補助金の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。

（科学研究等の状況の調査）

第16条 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、科

学研究等の状況に関する報告書の提出を求め、又は科学研究等の状況を調査することがで

きる。

（研究経過及び研究成果の公表）

第17条 文部科学大臣は、科学研究に係る実績報告書及び前条の報告書のうち、研究経過に

関する部分の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。

２ 文部科学大臣は、研究成果報告書の全部又は一部を印刷その他の方法により公表するこ

とができる。

（設備等の寄付）

第18条 第５条第１号に係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備等を購入したと

きは、直ちに、当該設備等を当該補助金の交付を受けた者が所属する研究機関のうちから

適当な研究機関を一以上選定して、寄付しなければならない。

２ 第５条第１号に係る補助金の交付を受けた者は、設備等を直ちに寄付することにより研

究上の支障が生じる場合において、文部科学大臣の承認を得たときは、前項の規定にかか

わらず、当該研究上の支障がなくなるまでの間、当該設備等を寄付しないことができる。

第19条 第３条第１項第３号に係る科学研究費補助金に関し必要な事項は、別に文部科学大

臣が定める。

（その他）

第20条 この規定に定めるもののほか、補助金の取扱に関し必要な事項は、そのつど文部科

学大臣が定めるものとする。
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附則

この規程は、昭和40年４月１日から実施する。

附則（昭和43・11・30文告309）

この規程は、昭和43年11月30日から実施する。

附則（昭和56・10・15文告159）

この告示は、公布の日から施行する。

附則（昭和60・1l・2文告127）

この告示は、昭和60年11月２日から施行し、昭和60年度分以後の補助金について適用する。

附則（昭和61・12・25文告156）

この告示は、昭和61年12月25日から施行し、昭和61年度以降の補助金について適用する。

附則（平成10・3・19文告35）

この告示は、平成10年３月19日から施行し、平成９年度以降の補助金について適用する。

附則（平成11・5・17文告114）

この告示は、公布の日から施行し、平成11年４月11日から適用する。

附則（平成12・12・11文告181）

この告示は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施行の日（平成13年

１月６日）から施行する。

附則（平成13・4・19・文告72）

この告示は、公布の日から施行し、平成13年４月１日から適用する｡

附則（平成13・8・2文告133）

１ この告示は、公布の日から施行する。

２ この告示の施行の際現に改正前の科学研究費補助金取扱規程第２条第３号の規定による

研究機関である法人及び同条第４号の規定による指定を受けている機関は、改正後の科学

研究費補助金取扱規程第２条第４号の規定による指定を受けた研究機関とみなす。

附則（平成14・6・28・文告123）

この告示は、公布の日から施行し、平成14年度以降の補助金について適用する。

附則（平成15・9・12・文告149）

１ この告示は、公布の日から施行する。ただし、第３条第２項の改正規定、第５条第１項、

第３項及び第４項の改正規定並びに第６条第２項の改正規定は、平成15年10月１日から施

行する。

２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第３条第３項の規定は、法第18条第

１項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの告示の施行日前である交

付決定取消事業を行つた研究者が行う事業については、適用しない。

附則（平成16･4･1・文告68）

１ この告示は、平成16年４月１日から施行する。

２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第３条第３項第３号の規定は、この

告示の施行前に交付の決定が行われた科学研究費補助金に係る交付決定取消事業を行つた

研究者については、適用しない。

附則（平成17・1・24・文告1）

１ この告示は、公布の日から施行する。

２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程第３条第４項及び第５項の規定は、

科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの告示の施行日前である事業を行った研究者

又は当該研究者と共謀した研究者が行う事業については、適用しない。

附則（平成18・3・27・文告37）

この告示は、平成18年４月１日から施行する。
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附則（平成19・3・30・文告45）

この告示は、平成19年４月１日から施行する。

附則（平成20・5・19・文告64）

１ この告示は、公布の日から実施し、平成20年度以降の補助金について適用する。ただし、

第２条第１項第４号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成18年法律第50号）の施行の日から実施する。

２ この告示による改正後の科学研究費補助金取扱規程（以下「新規程」という。）第４条

第１項第１号及び第３号の規定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和30年法律第179号。以下「法」という。）第18条第１項の規定により科学研究費補助金の

返還が命じられた日が平成15年９月12日よりも前である法第17条第１項の規定により科学

研究費補助金の交付の決定が取消された事業において不正使用を行った者又は法第11条第

１項の規定に違反して科学研究費補助金の使用を行った補助事業者（法第２条第３項に規

定する補助事業者等をいい、新規程第４条第１項第１号又は第２号に該当する者を除く。）

については、適用しない。

３ 新規程第４条第１項第４号の規定は、平成16年４月１日よりも前に交付の決定が行われ

た事業の研究代表者又は研究分担者については、適用しない。

４ 新規程第４条第１項第２号及び第５号の規定は、科学研究費補助金の返還が命じられた

日が平成17年１月24日よりも前である事業において科学研究費補助金の不正使用を共謀し

た者又は偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者若しくは当該偽

りその他不正の手段の使用を共謀した者については、適用しない。

附則（平成22・12・28・文告177）

この告示は、公布の日から施行する。

附則（平成23・6・2・文告93）

この告示は、公布の日から施行する。

附則（平成24・9・12・文告143）

この告示は、公布の日から施行する。

附則（平成25・3・13・文告31）

１ この告示は、公布の日から施行する。

２ この告示の施行前に科学研究費補助金取扱規程（以下「規程」という。）第四条に規定

する交付決定取消事業において規程第二条第六項に規定する不正使用を行った者に対する

当該不正使用に係るこの告示による改正後の規程第四条第一項第一号の規定の適用につい

ては、同号中「十年以内」とあるのは「五年以内」とする。
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（参考３） 

独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領 

（平成１５年１０月 ７日規程第１７号） 

 

改正 平成１６年 ４月１４日規程第 ９号 

改正 平成１６年 ９月１０日規程第１４号 

改正 平成１７年 ２月 ２日規程第 １号 

改正 平成１７年 ４月 ７日規程第 ７号 

改正 平成１８年 ４月１４日規程第 ９号 

改正 平成１９年 ４月 ２日規程第１２号 

改正 平成２０年 ６月１０日規程第 ９号 

改正 平成２２年 ４月１９日規程第 ６号 

改正 平成２２年 ９月 ７日規程第２１号 

改正 平成２３年 ４月２５日規程第１８号 

改正 平成２３年 ４月２８日規程第２０号 

改正 平成２４年１０月３１日規程第２０号 

改正 平成２５年 ３月１３日規程第 ２号 

改正 平成２５年 ６月１２日規程第２３号 

改正 平成２６年 ６月 ３日規程第１８号 

 

（通則） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が交付を行う科学研究費助成事

業（科学研究費補助金）（以下「補助金」という。）の取扱いについては、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」という。）、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、独立行政法人日本

学術振興会法（平成１４年法律第１５９号）及び科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年文部省

告示第１１０号。以下「取扱規程」という。）に定めるもののほか、この取扱要領の定めるとこ

ろによる。 

 

（目的） 

第２条 この取扱要領は、科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱（平成１１年４月１２日文部

大臣裁定。以下「交付要綱」という。）第 18 条第１項及び独立行政法人日本学術振興会業務方法

書（平成１５年規程第１号）第 16条の規定に基づき、振興会から研究者に対して交付する補助金

の交付の対象、申請、交付その他の取扱いに関する細目を定め、もって補助金の適正かつ効率的

な執行を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この取扱要領において「補助金」とは、交付要綱第３条に規定する以下のものをいう。 

一 科学研究費（特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究、研究

活動スタート支援、奨励研究） 

二 特別研究促進費 

三 研究成果公開促進費 
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四 特定奨励費 

五 特別研究員奨励費 

２ この取扱要領において「研究機関」とは、取扱規程第２条第１項に規定する研究機関及び同条

第８項の規定により研究機関とみなすものをいい、学術研究を行う機関であって第一号から第四

号に掲げるもの及び第五号に掲げるものをいう。 

一 大学及び大学共同利用機関（文部科学大臣が指定する大学共同利用機関法人が設置する大学

共同利用機関にあっては、当該大学共同利用機関法人とする。） 

二 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの 

三 高等専門学校 

四 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立された法人

若しくは当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他の機関（国内

に設置されるものに限る。）又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち学術研究を行うも

のとして文部科学大臣が指定するもの 

五 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人（以下この項において「会社等」という。）

が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる事業としている会社等であって、学術の振興

に寄与する研究を行う者が所属するもの（第１号及び前２号に掲げるものを除く。）のうち、

文部科学大臣が指定するもの 

３ この取扱要領において「研究代表者」とは、科学研究費補助金の交付の対象となる事業において、

法第２条第３項に規定する補助事業者等（以下「補助事業者」という。）として当該事業の遂行に責

任を負う研究者をいう。 

４ この取扱要領において「研究分担者」とは、科学研究費補助金の交付の対象となる事業のうち二人

以上の研究者が同一の研究課題について共同して行うものにおいて、補助事業者として研究代表者と

共同して当該事業を行う研究者をいう。 

５ この取扱要領において「連携研究者」とは、科学研究費補助金の交付の対象となる事業において、

研究代表者又は研究分担者の監督の下に当該研究代表者又は研究分担者と連携して研究に参画する研

究者をいう。 

６ この取扱要領において「研究協力者」とは、研究代表者及び研究分担者並びに連携研究者以外の者

で、科学研究費補助金の交付の対象となる事業において研究への協力を行う者をいう。 

７ この取扱要領において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による科学研究費補助金の他の

用途への使用又は科学研究費補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用を

いう。 

８ この取扱要領において「不正行為」とは、科学研究費補助金の交付の対象となった事業において発

表された研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等のねつ造、改ざん又は盗用をいう。 

 

（補助金の交付の対象） 

第４条 この補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業（以下「補助事業」という。）と

する。 

一 学術上重要な基礎的研究（応用的研究のうち基礎的段階にある研究を含む。）であって、研

究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、かつ、当該研究

機関の研究活動に実際に従事している研究者（振興会特別研究員を含む。）が一人で行う事業

若しくは二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行う事業（研究者の所属する研

究機関の活動として行うものであり、かつ、研究機関において科学研究費補助金の管理を行う

ものに限る。）又は教育的若しくは社会的意義を有する研究であって、研究者が一人で行う事
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業（以下「科学研究」という。） 

二 学術研究の成果の公開で、個人又は学術団体が行う事業（以下「研究成果の公開」という。） 

三 学術上価値が高く、散逸することにより我が国の学術研究の進展に悪影響を及ぼすおそれの

ある資料の収集、保管及び公開を含む特色ある研究に関する学術団体が行う事業又は長期にわ

たる研究活動を通じて蓄積された学術上の専門知識、実験用の試料等が必要とされる特色ある

研究を継続的に行うものであって、当該研究が中断することにより我が国の学術研究の進展に

悪影響を及ぼすおそれのある学術団体が行う事業（以下「研究事業」という。） 

２ 補助対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち補助金交付の対象として振興会が認める

経費とする。 

 

（補助金を交付しない事業） 

第５条 前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者（学術団体を含む。以下この条にお

いて同じ。）が行う事業については、それぞれ当該各号に定める期間、補助金を交付しない。 

一 法第 17条第１項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取り消された事業（以下「交

付決定取消事業」という。）において科学研究費補助金の不正使用を行った者 法第 18 条第１

項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還の命令があった年度の翌

年度以降１年以上１０年以内の間で当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間 

二 前号に掲げる者と科学研究費補助金の不正使用を共謀した者 同号の規定により同号に掲げ

る者が行う事業について科学研究費補助金を交付しないこととされる期間と同一の期間 

三 交付決定取消事業において法第 11 条第１項の規定に違反した補助事業者（前２号に掲げる者

を除く。） 法第 18条第１項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返

還の命令があった年度の翌年度以降１年以上２年以内の間で当該違反の内容等を勘案し相当と

認められる期間 

四 偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の

手段の使用を共謀した者 当該科学研究費補助金の返還の命令があった年度の翌年度以降５年

間 

五 不正行為があったと認定された者（当該不正行為があったと認定された研究成果に係る研究

論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。以下この条において同じ。） 

 当該不正行為があったと認定された年度の翌年度以降１年以上１０年以内の間で当該不正行

為の内容等を勘案して相当と認められる期間 

２ 前条第１項の規定にかかわらず、振興会法第 18条第１項に規定する学術研究助成基金を財源と

して支給する助成金（以下「基金助成金」という。）を一定期間交付しないこととされた次の各

号に掲げる者が行う事業については、基金助成金を交付しないとされた期間、科学研究費補助金

を交付しない。 

一 基金助成金の不正使用を行った者 

二 基金助成金の不正使用を共謀した者 

三 振興会法第 17 条第２項の規定により準用される法第 11条第１項の規定に違反した補助事業

者（前２号に該当する者を除く） 

四 偽りその他の不正の手段により基金助成金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段

の使用を共謀した者 

五 不正行為があったと認定された者 

３ 前条第１項の規定にかかわらず、同項第１号に規定する補助事業が、取扱規程第４条第３項の

特定給付金等を定める件（平成１６年８月２４日文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。）
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第１条に定める特定給付金を一定期間交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業に

ついては、大臣決定第２条に定める期間、補助金を交付しないものとする。 

一 特定給付金の他の用途への使用をした者又は当該他の用途への使用を共謀した者 

二 特定給付金の交付の対象となる事業に関して、特定給付金の交付の決定の内容又はこれに付

した条件その他法令又はこれに基づく国の機関若しくは独立行政法人の長の処分に違反した者 

三 偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の

使用を共謀した者 

四 特定給付金による事業において不正行為があったと認定された者 

 

（補助金の交付申請者） 

第６条 第４条第１項に係る補助金の交付の申請をすることができる者は、次のとおりとする。 

一 科学研究に係る補助金にあっては、次に掲げる者 

イ 研究機関に所属する研究者が科学研究を行う場合は、当該科学研究を行う研究者の代表者 

ロ 研究機関に所属しない研究者（特別研究員を除く。）が一人で科学研究を行う場合は、当

該研究者 

ハ 特別研究員が科学研究を行う場合は、当該特別研究員 

ニ 外国人特別研究員と受入研究者が共同して科学研究を行う場合は、当該受入研究者 

二 研究成果の公開に係る補助金にあっては、研究成果の公開を行う個人又は学術団体の代表者 

 三 研究事業に係る補助金にあっては、研究事業を行う学術団体の代表者 

 

（計画調書） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ科学研究又は研究成果の公開（以下

「科学研究等」という。）に関する計画調書を別に定める様式により振興会に提出するものとす

る。 

２ 前項の計画調書の提出期間については、毎年振興会が公表する。 

３ 新学術領域研究、特別研究促進費及び特定奨励費（以下「新学術領域研究等」という。）の交

付を申請しようとする者は、第１項の規定に関わらず、別に定めるところにより科学研究及び研

究事業に関する計画調書を文部科学省に提出するものとする。 

４ 前項の計画調書の提出期間については、文部科学省が公表する。 

 

（交付予定額の通知） 

第８条 振興会は、前条第１項の計画調書に基づき、補助金を交付しようとする者及び交付しよう

とする予定額（以下「交付予定額」という。）を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を

通知するものとする。 

２ 振興会は、文部科学省からの通知により新学術領域研究等を交付しようとする者及び交付予定

額を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を通知するものとする。 

 

（配分審査等） 

第９条 前条第１項により補助金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当たっては、振

興会は補助金の配分等に関する事項を審議する科学研究費委員会に諮るものとする。 

２ 前項の委員会の組織及びその運営については、別に定める。 
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（交付申請書） 

第 10 条 第８条の通知を受けた者が補助金の交付の申請をしようとするときは、振興会の指示する

時期までに、別に定める様式による交付申請書を振興会に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第 11 条 振興会は、前条により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤

りがないかどうか等を調査するものとする。 

２ 振興会は、前項の調査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交

付の決定を行うものとする。 

３ 振興会は、補助金の交付の条件として、次の事項及びその他必要な事項について定めるものと

する。 

一 補助金の交付を受けた者が、科学研究等の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、

あらかじめ振興会の承認を得なければならないこと 

ただし、補助事業の目的を変えない範囲で振興会が文部科学大臣との協議を経て定める軽微

な変更についてはこの限りではないこと 

二 補助金の交付を受けた者が、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、振興会の承

認を得なければならないこと 

三 補助金の交付を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂

行が困難となった場合においては、速やかに振興会に報告してその指示を受けなければならな

いこと 

四 補助金の交付を受けた者が、補助事業を遂行するため契約を締結し支払いを行う場合は、国

の契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう

に経費の効率的使用に努めなければならないこと 

４ 振興会は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件

を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 12 条 補助金の交付の申請をした者は、前条第４項の規定による通知を受領した場合において、

当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、振興会

の定める期日までに申請の取下げをすることができることとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

 

（補助金の使用制限） 

第 13 条 補助金の交付を受けた者は、補助金を科学研究等に必要な経費にのみ使用しなければなら

ない。 

 

（実績報告書） 

第 14 条 補助金の交付を受けた者は、科学研究等を完了したときは、速やかに別に定める様式によ

る実績報告書を振興会に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終

了した場合も、また同様とする。 

２ 前項後段の規定による実績報告書には、翌年度に行う科学研究等に関する計画を記載した書面
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を添付しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 15 条 振興会は、前条第１項前段の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、その

実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、科学研究等の成果が補助金の交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金

の交付を受けた者に通知するものとする。 

２ 振興会は、前条第１項後段の規定による実績報告書のうち国庫債務負担行為に基づいて補助金

の交付の決定が行われた補助事業の実績報告書の提出を受けた場合においては、その実績報告書

の審査及び必要に応じて行う調査により、各年度における支出が交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合することを確認し、その額を補助金の交付を受けた者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 16 条 振興会は、前条の規定により額を通知した場合において、すでにその額をこえる補助金が

交付されているときは、補助金の交付を受けた者に補助金の返還を命ずるものとする。 

２ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない

場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の割合で計算

した延滞金を徴するものとする。 

 

（研究成果報告書） 

第 17 条 補助金の交付を受けた者は、振興会の定める時期までに、振興会の定めるところにより、

第7条第1項の計画調書上の計画に基づいて実施した事業の成果について取りまとめた報告書（以

下「研究成果報告書」という。）を振興会に提出しなければならない。 

２ 前項の振興会の定める時期までに研究成果報告書を提出しなかった者が、さらに振興会が別に

指示する時期までに特段の理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、振興会は、第８条の

規定にかかわらず、この者に対して交付予定額を通知しないものとする。取扱規程第 13 条第 1

項に係る科学研究費補助金の研究成果報告書又は独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事

業（学術研究助成基金助成金）取扱要領第 17 条第 1 項に係る基金助成金の研究成果報告書を、文

部科学大臣又は振興会の指示する時期までに提出しない場合についても同様とする。 

３ 前項の規定により交付予定額を通知しないこととされた者が、その後、振興会又は文部科学大

臣が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出したときは、振興会は、第８条の規定に基づ

き、交付予定額を通知するものとする。 

 

（帳簿関係書類等の整理） 

第 18 条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整

理し、補助金の交付を受けた年度終了後（国庫債務負担行為に基づいた交付の決定が行われてい

る場合は、補助事業の最終年度の終了後）５年間保管しておかなければならない。 

 

（経理の調査） 

第 19 条 振興会は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、その補助金の経

理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。 
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（科学研究等の状況の調査） 

第 20 条 振興会は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、科学研究等の状

況に関する報告書の提出を求め、実地に調査することができる。 

 

（研究経過及び研究成果の公表） 

第 21 条 振興会は、科学研究に係る実績報告書及び前条の報告書のうち、研究経過に関する部分の

全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができるものとする。 

２ 振興会は、研究成果報告書の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。 

 

（設備等の寄付） 

第 22 条 第６条第１号イに係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備、備品又は図書（以

下「設備等」という。）を購入したときは、直ちにそれを当該補助金の交付を受けた者が所属す

る研究機関のうちから適当な研究機関を一以上選定して、寄付しなければならない。 

２ 第６条第１号ロに係る補助金の交付を受けた者が、補助金により購入価格５万円以上の設備等

を購入したときは、研究期間終了までにそれを学校その他の教育又は研究の施設に寄付しなけれ

ばならない。 

３ 第６条第１号ハ又はニに係る補助金の交付を受けた者が、補助金により設備等を購入したとき

は、直ちにそれを当該補助金の交付を受けた者が研究に従事し又は所属する研究機関に寄付しな

ければならない。 

４ 補助金の交付を受けた者が設備等を直ちに寄付することが研究上支障があると認める場合にお

いて、振興会の承認を得たときは、第１項の規定にかかわらず、研究上支障のなくなるまでの間、

寄付しないことができる。 

５ 特別研究員は、第３項の規定にかかわらず、その特別研究員の資格を喪失するまでの間、設備

等を寄付しないことができる。 

 

（その他） 

第 23 条 この取扱要領に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、募集要項等にお

いて別に定めるものとする。 

 

附則 

この規程は、平成１５年１０月７日から施行し、平成１５年１０月１日から適用する。 

第４条の２の規定は、法第１８条第１項の規定の準用により科学研究費補助金の返還が命じら

れた日が平成１５年９月１２日前である交付決定取消事業を行なった研究者が行おうとする補助

事業については、適用しない。 

この取扱要領の適用日前に、日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領（平成

１１年６月９日規程第６号）の規定により日本学術振興会が行った科学研究費補助金の取扱いは、

振興会がこの取扱要領中の相当する規定により行った補助金の取扱いとみなす。 

 

附則（平成１６年規程第９号） 

１ この規程は、平成１６年４月１日から適用する。 

２ 第４条の２第１項第３号の規定は、この規程の適用前に交付の決定が行われた科学研究費

補助金に係る交付決定取消事業を行った研究者については、適用しない。 

 

- 84 -



 

 

附則（平成１６年規程第１４号） 

この規程は、平成１６年８月２７日から適用する。 

 

附則（平成１７年規程第１号） 

１ この規程は、平成１７年１月２４日から適用する。 

２ 第４条の２第２項及び第３項の規定は、科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの規

程の適用日前である事業を行った研究者又は当該研究者と共謀した研究者が行う事業につい

ては、適用しない。 

 

附則（平成１７年規程第７号） 

この規程は、平成１７年４月１日から適用する。 

 

附則（平成１８年規程第９号） 

この規程は、平成１８年４月１日から適用する。 

 

附則（平成１９年規程第１２号） 

この規程は、平成１９年４月１日から適用する。 

 

附則（平成２０年規程第９号） 

１ この規程は、平成２０年６月１０日から実施し、平成２０年度以降の補助金について適用

する。 

２ 改正後の取扱要領（以下「新要領」という。）第５条第１項第１号及び第３号の規定は、

法第 18 条第１項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日が平成１５年９月１

２日よりも前である交付決定取消事業において不正使用を行った者又は法第 11 条第１項の

規定に違反して科学研究費補助金の使用を行った補助事業者（新要領第５条第１項第１号又

は第２号に掲げる者を除く。）については、適用しない。 

３ 新要領第５条第１項第４号の規定は、平成１６年４月１日よりも前に交付の決定が行われ

た事業の研究代表者又は研究分担者については、適用しない。 

４ 新要領第５条第１項第２号及び第５号の規定は、科学研究費補助金の返還が命じられた日

が平成１７年１月２４日よりも前である事業において科学研究費補助金の不正使用を共謀し

た者又は偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者若しくは当該偽り

その他不正の手段の使用を共謀した者については、適用しない。 

 

附則（平成２２年規程第６号） 

この規程は、平成２２年４月１日から適用する。 

 

附則（平成２２年規程第２１号） 

この規程は、平成２２年９月７日から適用する。 

 

附則（平成２３年規程第１８号） 

この規程は、平成２３年４月１日から適用する。 
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附則（平成２３年規程第２０号） 

この規程は、平成２３年４月２８日から適用する。 

 

附則（平成２４年規程第２０号） 

この規程は、平成２４年９月１２日から適用する。 

 

附則（平成２５年規程第２号） 

１ この規程は、平成２５年３月１３日から適用する。 

２ この規程の適用前に第５条に規定する交付決定取消事業において第３条第７項に規定する

不正使用を行った者に対する当該不正使用に係る改正後の第５条第１項第１号の規定の適用

については、同号中「１０年以内」とあるのは「５年以内」とする。 

 

附則（平成２５年規程第２３号） 

  この規程は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

附則（平成２６年規程第１８号） 

  この規程は、平成２６年４月１日から適用する。 
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（参考４） 

独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領 

（平成２３年４月２８日規程第１９号） 

 

改正 平成２４年１０月３１日規程第２１号 

改正 平成２５年３月１３日規程第３号 

 

（通則） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が交付を行う科学研究費助成事業

（学術研究助成基金助成金）（以下「助成金」という。）の取扱いについては、独立行政法人日本

学術振興会法（平成１４年法律第１５９号。以下「振興会法」という。）、振興会法第１７条第２

項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（以下「法」という。）及び

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）並びに学術

研究助成基金の運用基本方針（平成２３年４月２８日文部科学大臣決定）に定めるもののほか、こ

の取扱要領の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この取扱要領は、学術研究助成基金補助金交付要綱（平成２３年４月２８日文部科学大臣

決定）第７条第６号の規定に基づき、振興会から研究者に対して交付する助成金の交付の対象、

申請、交付その他の取扱いに関する細目を定め、もって助成金の適正かつ効率的な執行を図るこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この取扱要領において「研究機関」とは、科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年文部省

告示第１１０号。以下「取扱規程」という。）第２条第１項に規定する研究機関及び同条第８項

の規定により研究機関とみなすものをいい、学術研究を行う機関であって第一号から第四号に掲

げるもの及び第五号に掲げるものをいう。 

 一 大学及び大学共同利用機関（文部科学大臣が指定する大学共同利用機関法人が設置する大学

共同利用機関にあっては、当該大学共同利用機関法人とする。） 

 二 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの 

 三 高等専門学校 

四 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立された法人

若しくは当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他の機関（国内

に設置されるものに限る。）又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち学術研究を行うも

のとして文部科学大臣が指定するもの 

 五 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人（以下この項において「会社等」という。）

が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる事業としている会社等であって、学術の振興

に寄与する研究を行う者が所属するもの（第１号及び前２号に掲げるものを除く。）のうち、

文部科学大臣が指定するもの 

２ この取扱要領において「研究代表者」とは、助成金の交付の対象となる事業において、法第２条

第３項に規定する補助事業者等（以下「補助事業者」という。）として当該事業の遂行に責任を負う

研究者をいう。 
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３ この取扱要領において「研究分担者」とは、助成金の交付の対象となる事業のうち二人以上の研

究者が同一の研究課題について共同して行うものにおいて、補助事業者として研究代表者と共同して

当該事業を行う研究者をいう。 

４ この取扱要領において「連携研究者」とは、助成金の交付の対象となる事業において、研究代表

者又は研究分担者の監督の下に当該研究代表者又は研究分担者と連携して研究に参画する研究者を

いう。 

５ この取扱要領において「研究協力者」とは、研究代表者及び研究分担者並びに連携研究者以外の者

で、助成金の交付の対象となる事業において研究への協力を行う者をいう。 

６ この取扱要領において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による助成金の他の用途への

使用又は助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用をいう。 

７ この取扱要領において「不正行為」とは、助成金の交付の対象となった事業において発表された

研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等のねつ造、改ざん又は盗用をいう。 

 

（助成金の交付の対象） 

第４条 この助成金の交付の対象は、学術上重要な基礎的研究（応用的研究のうち基礎的段階にあ

る研究を含む。）であって、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者と

して所属し、かつ、当該研究機関の研究活動に実際に従事している研究者が一人で行う事業若し

くは二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行う事業（研究者の所属する研究機関

の活動として行うものであり、かつ、研究機関において助成金の管理を行うものに限る。）とす

る。 

２ 助成対象となる経費は、助成金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）に要す

る経費のうち助成金交付の対象として振興会が認める経費とする。 

３ 補助事業の期間は、振興会が決定した期間とする。ただし、助成金の交付を受けた者は、振興

会の承認を経て、補助事業期間を１年間延長することができる。また、産前産後の休暇又は育児

休業を取得する場合には、振興会の承認を経て、補助事業を中断する期間に応じて、１年間を超

えて、延長することができる。 

 

（助成金を交付しない事業） 

第５条 前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が行う事業については、それぞれ当

該各号に定める期間、助成金を交付しない。 

 一 法第１７条第１項の規定により助成金の交付の決定が取り消された事業（以下「交付決定取

消事業」という。）において助成金の不正使用を行った者 法第１８条第１項の規定により当

該交付決定取消事業に係る助成金の返還の命令があった年度の翌年度以降１年以上１０年以内

の間で当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間 

 二 前号に掲げる者と助成金の不正使用を共謀した者 同号の規定により同号に掲げる者が行う

事業について助成金を交付しないこととされる期間と同一の期間 

 三 交付決定取消事業において法第１１条第１項の規定に違反した補助事業者（前２号に掲げる

者を除く。） 法第１８条第１項の規定により当該交付決定取消事業に係る助成金の返還の命

令があった年度の翌年度以降１年以上２年以内の間で当該違反の内容等を勘案し相当と認めら

れる期間 

 四 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用

を共謀した者 当該助成金の返還の命令があった年度の翌年度以降５年間 

 五 不正行為があったと認定された者（当該不正行為があったと認定された研究成果に係る研究
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論文等の内容について責任を負う者として認定された場合を含む。以下この条において同じ。） 

当該不正行為があったと認定された年度の翌年度以降１年以上１０年以内の間で当該不正行為

の内容等を勘案して相当と認められる期間 

２ 前条第１項の規定にかかわらず、取扱規程第４条第１項又は独立行政法人日本学術振興会科学

研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領（以下、「補助金取扱要領」という。）第５条第

１項の規定により、科学研究費補助金を一定期間交付しないこととされた者が行う事業について

は、その期間、助成金を交付しないものとする。 

３ 前条第１項の規定にかかわらず、科学研究費補助金取扱規程第４条第３項の特定給付金等を定

める件（平成１６年８月２４日文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。）第１条に定める

特定給付金を一定期間交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業については、大臣

決定第２条に定める期間、助成金を交付しないものとする。 

一 特定給付金の他の用途への使用をした者又は当該他の用途への使用を共謀した者 

二 特定給付金の交付の対象となる事業に関して、特定給付金の交付の決定の内容又はこれに付

した条件その他法令又はこれに基づく国の機関若しくは独立行政法人の長の処分に違反した

者 

三 偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段

の使用を共謀した者 

四 特定給付金による事業において不正行為があったと認定された者 

 

（助成金の交付申請者） 

第６条 第４条第１項に係る助成金の交付の申請をすることができる者は、補助事業を行う研究者

の代表者とする。 

 

（計画調書） 

第７条 助成金の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ補助事業に関する計画調書を別に定

める様式により振興会に提出するものとする。 

２ 前項の計画調書の提出期間については、毎年振興会が公表する。 

 

（交付予定額の通知） 

第８条 振興会は、前条第１項の計画調書に基づき、助成金を交付しようとする者及び交付しよう

とする予定額（以下「交付予定額」という。）を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を

通知するものとする。 

 

（配分審査等） 

第９条 前条により助成金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当たっては、振興会は

助成金の配分等に関する事項を審議する科学研究費委員会に諮るものとする。 

２ 前項の委員会の組織及びその運営については、別に定める。 

 

（交付申請書） 

第 10 条 第８条の通知を受けた者が助成金の交付の申請をしようとするときは、振興会の指示する

時期までに、別に定める様式による交付申請書を振興会に提出しなければならない。 
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（交付の決定） 

第 11 条 振興会は、前条により助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか、金額の算定

に誤りがないかどうか等を調査するものとする。 

２ 振興会は、前項の調査の結果、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交

付の決定を行うものとする。 

３ 振興会は、助成金の交付の条件として、次の事項及びその他必要な事項について定めるものと

する。 

  一 助成金の交付を受けた者が、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、

あらかじめ振興会の承認を得なければならないこと 

   ただし、補助事業の目的を変えない範囲で振興会が文部科学大臣との協議を経て定める軽微

な変更についてはこの限りではないこと 

  二 助成金の交付を受けた者が、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、振興会の承

認を得なければならないこと 

  三 助成金の交付を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂

行が困難となった場合においては、速やかに振興会に報告してその指示を受けなければならな

いこと 

 四 助成金の交付を受けた者が、補助事業を遂行するため契約を締結し支払いを行う場合は、国

の契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう

に経費の効率的使用に努めなければならないこと 

４ 振興会は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件

を助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 12条 助成金の交付の申請をした者は、前条第４項の規定による通知を受領した場合において、

当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、振興

会の定める期日までに申請の取下げをすることができることとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

 

（助成金の使用制限） 

第 13 条 助成金の交付を受けた者は、助成金を補助事業に必要な経費にのみ使用しなければなら

ない。 

 

（実施状況報告書） 

第 14 条 助成金の交付を受けた者は、最終年度を除く各年度終了後２ヶ月以内に、別に定める様

式により補助事業の実施状況及び助成金の収支状況を明らかにした実施状況報告書を振興会に

提出するものとする。 

２ 振興会は、提出された実施状況報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、助成金の交

付の決定の内容及びこれに附した条件に適合することを確認する。 

 

（実績報告書） 

第 15 条 助成金の交付を受けた者は、補助事業を完了したときは、速やかに別に定める様式によ
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る実績報告書を振興会に提出しなければならない。 

 

（助成金の額の確定） 

第 16 条 振興会は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、その実績報告

書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の成果が助成金の交付の決定の内容及び

これに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金の交付

を受けた者に通知するものとする。この場合において、補助事業のうち最終年度を除く年度に

実施された部分の確認においては、第１４条第２項により確認した内容に基づいて行うことが

できるものとする。 

 

（研究成果報告書） 

第 17 条 助成金の交付を受けた者は、振興会の定める時期までに、振興会の定めるところにより、

第７条第１項の計画調書上の計画に基づいて実施した事業の成果について取りまとめた報告書

（以下「研究成果報告書」という。）を振興会に提出しなければならない。 

２ 前項の振興会の定める時期までに研究成果報告書を提出しなかった者が、さらに振興会が別に

指示する時期までに特段の理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、振興会は、第８条の

規定にかかわらず、この者に対して交付予定額を通知しないものとし、また、既に助成金の交付

決定がなされている場合にあっては、助成金の支払を留保するものとする。取扱規程第１３条第

１項又は補助金取扱要領第１６条第 1 項に係る科学研究費補助金の研究成果報告書を、文部科学

大臣又は振興会の指示する時期までに提出しない場合についても同様とする。 

３ 前項の規定により交付予定額を通知しないこととされた者が、その後、振興会又は文部科学大

臣が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出したときは、振興会は、第８条の規定に基づ

き、交付予定額を通知するものとする。また、前項の規定により助成金の支払いを留保されてい

る者が、その後、振興会又は文部科学大臣が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出した

ときは、振興会は、留保を解除するものとする。 

 

（帳簿関係書類等の整理） 

第 18 条 助成金の交付を受けた者は、助成金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整

理し、助成金の交付を受けた事業終了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（経理の調査） 

第 19 条 振興会は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し、その助成金の経

理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。 

 

（補助事業の状況の調査） 

第 20 条 振興会は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し、補助事業の状況

に関する報告書の提出を求め、実地に調査することができる。 

 

（研究経過及び研究成果の公表） 

第 21 条 振興会は、補助事業に係る実施状況報告書、実績報告書及び前条の報告書のうち、研究経

過に関する部分の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができるものとする。 

２ 振興会は、研究成果報告書の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。 
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（設備等の寄付） 

第 22 条 第６条に係る助成金の交付を受けた者が、助成金により設備、備品又は図書（以下「設

備等」という。）を購入したときは、直ちにそれを当該助成金の交付を受けた者が所属する研

究機関のうちから適当な研究機関を一以上選定して、寄付しなければならない。 

２ 助成金の交付を受けた者が設備等を直ちに寄付することが研究上支障があると認める場合に

おいて、振興会の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、研究上支障のなくなるまでの

間、寄付しないことができる。 

 

（その他） 

第 23 条 この取扱要領に定めるもののほか、助成金の取扱いに関し必要な事項は、募集要項等に

おいて別に定めるものとする。 

 

附則（平成２３年規程第１９号）  

  この規程は、平成２３年４月２８日から適用する。 

 

附則（平成２４年規程第２１号） 

  この規程は、平成２４年９月１２日から適用する。 

 

附則（平成２５年規程第３号） 

１ この規程は、平成２５年３月１３日から適用する。 

２ この規程の適用前に第５条に規定する交付決定取消事業において第３条第６項に規定する

不正使用を行った者に対する当該不正使用に係る改正後の第５条第１項第１号の規定の適用

については、同号中「１０年以内」とあるのは「５年以内」とする。 
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（参考５）予算額等の推移 
 

１ 予算額・助成額の推移 

 

※平成 23 年度から一部種目に基金化を導入したことに伴い、予算額に翌年度以降に使用する研究費が含まれることとなったため、予算額が当該年

度の助成額を示さなくなったことから、平成 23 年度以降、当該年度の助成額を集計している。 

 

２ 応募・採択の状況 

 

３ 採択率（上段：新規、下段：新規＋継続） 

 

年度
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応募件数（新規） 応募件数(新規+継続)

年度

年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
採択率（％） 26.1 24.6 22.2 21.8 21.6 21.1 22.7 21.4 22.5 21.6 21.5 22.2 20.3 22.5 22.1 28.1 27.9 27.0
採択率（％） 35.1 34.0 37.6 36.1 37.3 35.8 38.5 37.9 40.7 38.6 38.6 40.4 38.4 40.3 44.2 48.4 50.8 50.1

年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
予算額
(億円) 1,018 1,122 1,179 1,314 1,419 1,580 1,703 1,765 1,830 1,880 1,895 1,913 1,932 1,970 2,000 2,633 2,566 2,381 2,276

対前年度
伸び率(%) 10.2 10.2 5.1 11.5 8.0 11.3 7.8 3.6 3.7 2.7 0.8 0.9 1.0 2.0 1.5 31.7 -2.5 -7.2 -4.4
助成額
ベース
(億円)

- - - - - - - - - - - - - - -
2,204 2,307 2,318 2,305

対前年度
伸び率(%) - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7 0.5 -0.6
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問い合わせ先等 

 

１ この公募に関する問い合わせは、研究機関を通じて下記あてに行ってください。 

 

 

(1) 公募の内容に関すること： 

・公募要領全般 

独立行政法人日本学術振興会 研究事業部 研究助成第一課 

電話 03-3263-4796 

・特別推進研究、基盤研究（Ｓ） 

独立行政法人日本学術振興会 研究事業部 研究助成第二課 

電話  03-3263-4254 （特別推進研究担当） 

03-3263-4388 （基盤研究（Ｓ）担当） 

・基盤研究（Ａ・Ｂ）、若手研究（Ａ） 

独立行政法人日本学術振興会 研究事業部 研究助成第一課 

電話 03-3263-1870,4779,4758,0996,4724,0164 

・基盤研究（Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｂ） 

独立行政法人日本学術振興会 研究事業部 研究助成第一課 

電話 03-3263-1057,1867,0992 

※ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29 日～1月 3 日）、創立記念日 

（9月 21 日）を除く 
 

 

(2) 科研費電子申請システムの利用に関すること： 

・コールセンター 

電話：0120-556-739（フリーダイヤル） 

受付時間：9：30～17：30 

※ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29 日～1月 3 日）を除く 

・上記以外の電話 

独立行政法人日本学術振興会総務企画部企画情報課システム管理係 

電話：03-3263-1902,1913 
 

 

(3) 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の利用に関すること： 

・e-Radヘルプデスク 

電話：0120-066-877（フリーダイヤル） 

受付時間：9：00～18：00 

※ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29 日～1月 3 日）を除く 

※ 上記フリーダイヤルが利用できない場合 

電話：03-3455-8920 

 

＜留意事項＞ 

①e-Radの操作方法 

e-Radの操作方法に関するマニュアルはポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp）から参照またはダウンロードするこ

とができます。利用規約に同意の上、応募してください。 

②システムの利用可能時間帯 

（月～日）0：00～24：00（24時間 365日稼働） 

ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、

ポータルサイトで予めお知らせします。 

 

 

(4) 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等

自己評価チェックリスト」に関すること： 

文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室 

電話：03-6734-4014 
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(5) 「バイオサイエンスデータベース」に関すること： 

独立行政法人科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター 

電話：03-5214-8491 
  

 

(6) 「大学連携バイオバックアッププロジェクト」に関すること： 

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 IBBP センター事務局 

電話：0564-59-5930,5931 
 

 

２ この公募要領に記載している内容は、日本学術振興会のホームページでご覧いただけます。 

また、応募書類の様式は、次のホームページからダウンロードすることができます。 

日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページ  

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 
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